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保振制度と振替制度の比較図

＜保振制度＞

会社

実質株主名簿

保管振替機関（機構）

参加者

顧客株券の所持者

口座振替

名義書換請求

実質株主通知

株主名簿

＜振替制度＞

口座振替

総株主通知

間接口座管理機関

加入者

会社

株主名簿

顧客 顧客

参加者
間接口座管理機関

間接口座管理機関

直接口座管理機関 直接口座管理機関

加入者 加入者加入者 加入者

振替機関（機構）

（個別株主通知）
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株式発行の手続イメージ（株券発行 – 新規記録）

Ａ株式会社

証券会社等

株主 甲

1株券

Ａ株式会社

株
券
交
付

払
込
み

１．株券発行（株券発行会社） ２．新規記録（株券電子化後）

払
込
み

株主 甲

口座への記録

甲の口座

Ａ社株式 1株

株主名簿

株主甲 1株

株主名簿

株主甲 1株

株
式
記
録

の
通
知
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株式譲渡の手続イメージ（株券引渡し – 振替）

１．株券引渡し（株券発行会社） ２．振替（株券電子化後）

株券
引渡し

1株券 証券会社等

売主 甲 買主 乙

売主 甲 買主 乙

代金支払い

代金支払い

甲の口座

Ａ社株式 1株
↓
0株

振替
申請

乙の口座

Ａ社株式 0株
↓
1株

振替
証券会社等
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1株券

株式消却の手続イメージ（株券廃棄 – 抹消記録）

１．株券廃棄（株券発行会社） ２．抹消記録（株券電子化後）

Ａ株式会社

株券廃棄

Ａ株式会社

証券会社等
Ａ社の口座

Ａ社株式 1株
↓
0株

抹消申請

Ａ株式会社は、
発行総数の減
少手続などを行
う。

Ａ株式会社は、
発行総数の減
少手続などを
行う。
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名
義
書
換
請
求

名義書換の手続イメージ（株券提示 – 株主通知）

株主名簿

株主乙 1株

Ａ株式会社

証券会社等

株
主
通
知

（
口
座
情
報

の
通
知
）

株主 乙

1株券

Ａ株式会社

１．株券提示（株券発行会社） ２．株主通知（株券電子化後）

株主 乙

乙の口座

Ａ社株式 1株

株主名簿

株主甲 1株
↓

株主乙 1株

株主名簿の
記録変更

株主名簿の
記録変更
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取扱開始（新規記録） ～口座通知取次ぎと特別口座開設～

機 構

Ａ株式会社

信託銀行等

丙乙

② 口座を
通知すべ
き旨等の
通知

④

株
主
名
簿
と
の
照
合

→

口
座
通
知
の
な
い
株
主
の
抽
出

⑤ 特別口座の開設の申出

③ 口座通知取次ぎ請求

⑥ 新規記録通知 （乙特別口座 1,000株、 丙口座 1,000株）

乙の特別口座

Ａ社株式 0株
↓

1,000株

証券会社等

会社は、株主に対
し、会社に自己の
口座を通知すべき
旨、当該通知がな
い場合に特別口座
が開設される口座
管理機関名等を通
知する。

（乙は口座通知
を行わない。）

会社は、口座通知のない株主のため
に、あらかじめ株主に通知した特別
口座を開設する口座管理機関に対
し、特別口座の開設の申出をする。

⑧

新
規
記
録

⑦

新
規
記
録
情
報

の
通
知

丙の口座

Ａ社株式 0株
↓

1,000株

⑧

新
規
記
録

① 同意の決定

証券会社等は、機構
からの新規記録情報
の通知に基づき、株主
の口座に新規記録を
行う。

＜既存株主＞

機構は、会社
からの新規
記録通知に
基づき、証券
会社等に新
規記録情報
を通知する。

（丙口座 1,000株）

（乙特別口座 1,000株）
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株式発行（新規記録） ～公募増資～

Ａ株式会社

○ Ａ社が公募増資(買取引受)を行うケース

丙の口座

Ａ社株式 0株
↓

1,000株

証券会社

証券会社の自己口座

Ａ社株式 0株
↓

2,000株
↓
0株

⑧

口
座
振
替

⑥ 新規記録通知 （証券会社自己口座 2,000株）

丙乙

乙の口座

Ａ社株式 0株
↓

1,000株

⑤ 払込み

③ 応募

引受証券会社は、自己
口座に新規記録された
Ａ社株式を、応募者乙、
丙の口座に振り替える。

② 引受
契約

会社は、取締
役会において
公募増資の決
議を行う。

（乙、丙それぞれ1,000株の申込み）

引受証券会
社が募集株
式総数を引
き受ける。

① 募集事項の決定

＜応募者＞

機構は、会社からの新規記録通知に
基づき、引受証券会社の自己口座に
新規記録を行う。

⑦ 新規記録

証券会社

会社の選択により、発行時ＤＶＰ方式
（引受証券会社の払込みと引受証券
会社の口座への新規記録を同時に
行うこと）が可能。

機 構

④ 口座通知取次ぎ請求



8

株式発行（新規記録） ～第三者割当増資～

機 構

Ａ株式会社

○ Ａ社が第三者割当増資を行うケース

甲
証券会社等

＜引受人＞

⑤ 新規記録通知 （甲口座 1,000株）

⑥ 新規記録情報の通知
（甲口座 1,000株）

② 割当て・
引受け
（1,000株）

会社は、取締役会に
おいて第三者割当増
資の決議を行う。 機構は、会社からの新規記

録通知に基づき、引受人甲
の口座のある証券会社等に
新規記録情報を通知する。

証券会社等は、機構からの
新規記録情報の通知に基づ
き、引受人甲の口座に新規
記録を行う。

① 募集事項の決定

④ 払込み

③ 口座通知取次ぎ請求
引受人甲は、引き受けた振替株式
の新規記録を受けるための自己の
口座を、申込みの書面に記載する
ほか、証券会社等を通じて会社に
通知する。

甲の口座

Ａ社株式 0株
↓

1,000株

⑦ 新規記録
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株式発行（新規記録） ～株主有償割当増資～

機 構

Ａ株式会社

○ Ａ社が株主有償割当増資を行うケース

株主 乙

証券会社等

＜既存株主＞

④ 新規記録通知 （乙 200株、丙 500株）

⑤ 新規記録情報の通知
（乙口座 200株、丙口座 500株）

② 割当て・
引受け

会社は、取締役会に
おいて株主有償割当
増資の決議を行う。

機構は、会社からの新規記録通知
に基づき、株主乙、丙が申し込んだ
株式数を、それぞれ乙の口座、丙の
口座を記録先口座として割り振り、
証券会社等に新規記録情報を通知
する。

証券会社等は、機構からの
新規記録情報の通知に基づ
き、株主乙、丙の口座に新規
記録を行う。

③ 払込み

① 募集事項の決定

株主 丙

200株
申込み

500株
申込み

丙の口座

Ａ社株式 1,000株
↓

1,500株

乙の口座

Ａ社株式 500株
↓

700株

⑥ 新規記録

⑥ 新規記録

（注） 申し込んだ株式を特別口座に記録することはできない。特別口座のみ
を有する株主は、申込みに先立ち、第三者割当増資の場合と同様に、
口座通知取次ぎ請求の手続が必要となる。
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機 構Ａ株式会社

株主 乙
証券会社等

② 買取日・買取価格の連絡

③ 買取日・買取価格情報の
連絡

④ 買取代金の支払

○ Ａ社（1単元1,000株）に対し、単元未満株式500株の買取請求が行われるケース

自己株式取得 ～単元未満株式の買取請求～

乙の口座

Ａ社株式 500株
↓
0株 ④

口
座
振
替

乙の代金受領口座

0円
↓

50,000円

会社は、買取価格（100円/１株）が決定したとき
は、機構に買取日・買取価格を連絡する。（買取日
は、買取価格決定日の４営業日後の日の予定）

株主は、証券会社
等を通じて単元未
満株式の買取りの
請求をする。（同時
に、単元未満株式
について、会社の
口座への振替申請
をする。）

機構は、会社からの買取日・買
取価格の連絡に基づき、証券会
社等に買取日・買取価格情報を
連絡する。

証券会社等は、買取日
に、株主の振替申請に
よる単元未満株式の振
替を実行する。

会社は、買取日に、株主の指定した代金
受領口座に買取代金を入金する等の方
法により、買取代金を支払う。

① 振替申請 （500株）

（注） 買取手数料や税金等については記載を省略している。

① 買取請求の取次ぎの請求 （500株）

（代金受取方法の指定の取次ぎ）
Ａ社の自己口座

Ａ社株式 0株
↓

500株
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乙の口座

Ａ社株式 1,000株
↓
0株

自己株式取得 ～種類株式の取得～

機 構

Ａ株式会社

○ Ａ社が全部取得条項付種類株式の全部取得（対価現金）を行うケース

証券会社等

⑥ 対価（現金）の支払い

③ 全部抹消情報の通知
（全部抹消日等）

株主 乙 株主 丙

丙の口座

Ａ社株式 1,000株
↓
0株

① 全部取得の決定

会社は、株主の指定した対価受領口座に入金する
等の方法により、取得対価を支払う。

会社は、株主総会
において全部取得
条項付種類株式の
全部取得の承認決
議を行う。

② 全部抹消の通知 （全部抹消日等）

証券会社等は、機構からの全
部抹消情報の通知に基づき、
全部抹消日に、すべての加入
者の口座において、全部取得
条項付種類株式の全部の抹
消を行う。

機構は、会社からの全部抹消
の通知に基づき、証券会社等
に全部抹消情報を通知する。⑤ 全部抹消日の株主に

ついての総株主通知

乙の対価受領口座

0円
↓

100,000円

（株主は、会社に対し、対価
（現金）の受取方法を指定す
る。）

全部抹消の記録がされたとき
に、会社は全部取得条項付
種類株式を取得する。

④

全
部
抹
消

（
取
得
の
効
力
発
生
）

丙の対価受領口座

0円
↓

100,000円
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担保取引（質権設定）

証券会社等 証券会社等

（質権欄）（保有欄）

Ａ社株式 10株

↓

5株

Ｘ社の口座

（質権欄）（保有欄）

Ａ社株式 0株

↓

5株 （株主 Ｘ社）

Ｙ社の口座

Ｘ社

② 振替申請 （5株）

① 質権設定契約

（Ｘ社がＹ社にＡ社株式5株を質入れ）

③ 口座振替

口座振替により、質権者であるＹ社の口座
（質権欄）にＡ社株式5株が増加される。（こ
の5株の株主はＸ社であることも口座に記録
される。）

Ｘ社は、Ａ社株式が記録され
ている自己の口座のある証券
会社等に対し、Ａ社株式5株
について、Ｙ社の口座（質権
欄）への振替申請をする。（質
入れのための振替申請）

口座振替により、質権設定者であ
るＸ社の口座（保有欄）からＡ社株
式5株が減少される。

（注） 振替申請をするためには、Ｘ社は、Ｙ社の口座のある証券会社やＹ社の口座の口座番号（加入者口座コード）等を把握しておく必要がある。

（質権設定者） （質権者）

Ｙ社は、自己の口座
の質権欄に、Ｘ社か
らＡ社株式5株が振
り替えられたことを
確認する。

Ｙ社

○ Ｘ社がＹ社に対し、Ａ社株式5株を質入れするケース

③ 資金貸付等
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自己株式消却（一部抹消）

機 構

Ａ株式会社

○ Ａ社が自己株式1,000株の消却を行うケース

証券会社等

Ａ社の自己口座

Ａ社株式 2,000株
↓

1,000株

⑤

一
部
抹
消

（
消
却
の
効
力
発
生
）

会社は、取締役会
において自己株式
消却の決議を行う。

① 自己株式消却の決定

会社は、消却する自己株式が記録
されている自己の口座を開設して
いる証券会社等に対し、一部抹消
申請をする。

③ 一部抹消に関する
事項の連絡 （一部抹消する数、口座等）

④ 一部抹消に関する
情報の連絡

（一部抹消する数、口座等）

機構は、会社からの一部抹消に
関する事項の連絡に基づき、証券
会社等に一部抹消に関する情報
を連絡する。

証券会社等は、会社による一部
抹消申請及び機構からの一部抹
消に関する情報の連絡に基づき、
自己株式の抹消を行う。

会社は、一部抹消申請
をするときは、機構に一
部抹消に関する事項を
連絡する。

② 一部抹消申請 （1,000株）

一部抹消の記録がされ
たときに、株式消却の効
力が生ずる。
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組織再編（割当比率による記録）

機 構

○ Ａ社（存続会社）とＢ社（消滅会社）において吸収合併（Ｂ社株式2株に対しＡ社株式
1株を割当て）を行うケース

株主 乙

丙の口座

Ｂ社株式 1,000株
↓

Ａ社株式 500株

証券会社等

株主 丙

乙の口座

Ａ社株式 1,000株

Ｂ社株主
（1,000株）

Ａ社株主
（1,000株）

Ａ株式会社

Ａ株式会社

＜合併後＞

③ 合併情報の通知
（割当比率、効力発生日等）

＜合併前＞

④

口
座
記
録

株主 乙 株主 丙

Ａ社株主
（500株）

Ｂ株式会社

① 吸収合併
契約

② 合併の通知 （割当比率、効力発生日等）

効力発生日において、Ｂ社株主は、Ａ社
株主となる。

会社は、株主総会
において吸収合併
契約の承認決議を
行う。

機構は、会社からの合併の
通知に基づき、証券会社等
に合併情報を通知する。

証券会社等は、機構か
らの合併情報の通知に
基づき、効力発生日に、
すべての加入者の口座
において、消滅会社株
式の数に割当比率を乗
じた数の存続会社株式
の記録と、消滅会社株
式の抹消を行う。

Ａ社株主
（1,000株）

（注） Ｂ社株式の取扱廃止に伴う総株主通知については記載を省略している。

Ａ社、Ｂ社共に振替株式発行会社
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－

吸収合併消滅会社の非振替株
式の数に割当比率を乗じた数の
吸収合併存続会社の振替株式
についての新規記録手続

（６ページに記載の手続）

非
振
替
株
式

吸収合併消滅会社の振替株式
についての全部抹消（取扱廃止）
手続

（11ページに記載の全部抹消の手続）

①吸収合併消滅会社の振替株
式の数に割当比率を乗じた数の
吸収合併存続会社の振替株式
の口座における記録、②吸収合
併消滅会社の振替株式の口座
における抹消、の手続

（前ページに記載の手続）

振
替
株
式

吸
収
合
併
消
滅
会
社

非振替株式振替株式

吸収合併存続会社

○ 吸収合併における手続き
（消滅会社株式又は存続会社株式が振替株式であるか否かによる手続の違い）
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消滅会社の振替株式の銘柄、存続会社の振替株式の銘柄、
割当比率、合併の効力発生日、合併に係る手続日程等

取締役会決議後
速やかに

消滅会社である
会社

吸収合併契約の内
容を決定した場合

消却する銘柄、消却する数、一部抹消する日、一部抹消によ
り減少の記録がされる会社の口座、消却に係る手続日程等

取締役会決議後
速やかに

自己株式の消却
をする会社

自己株式の消却を
決定した場合

全部取得条項付種類株式の銘柄、全部抹消する日、取得の
対価、取得に係る手続日程等

取締役会決議後
速やかに

全部取得条項付
種類株式の取得
をする会社

全部取得条項付種
類株式の取得を決
定した場合

募集方法（公募、第三者割当て又は株主割当ての別）、募集
株式の銘柄、募集株式の数、募集株式の内容、募集に係る
手続日程等

取締役会決議後
速やかに

募集株式の募集
をする会社

募集株式の募集事
項の決定をした場
合

通知する事項通知する時期通知する者通知する場合

会社の決定事項等の通知

（注１） 現行保振制度における６条通知に相当するものである。なお、振替法では、会社に、新規記録通知（第130条）、全部抹消の通知
（第135条）、株式併合の通知（第136条）、株式分割の通知（第137条）、合併等の通知（第138条）の通知義務があるものとしている。（罰
則 第296条）

（注２） 通知する場合としては、上記のものの他に、株式分割を決定した場合、株式併合を決定した場合、株式無償割当てを決定した場合、
会社分割を決定した場合、株式交換を決定した場合、株式移転を決定した場合、基準日を設定した場合、定款変更をした場合、単元未
満株式の売渡請求に応じることができなくなった場合、届出事項に変更が生じた場合等を予定している。

○ 会社が募集株式の募集事項の決定等をした場合には、機構に対し、原則として
Ｔａｒｇｅｔ （機構、東証等と利用者の間での業務上の連絡や書類の提出等を電子的に行うシステム） に
より、その内容等を通知して頂くことになります。
通知が必要な場合の一例は、次のとおりです。
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会 社機 構口座管理機関加 入 者

【口座開設申請】
氏名等の届出

【加入者情報の通知】
（随時）

①

加入者情報

機構における加入者情報等の管理

口座開設申請書

【総株主通知等】
（株主情報の通知時）

本人確認 名寄せ 株主名簿の作成

12345-60-
000009876
54321

加入者
口 座
コ ー ド

東京都中央区日本
橋茅場町2-2-1

住 所

・ ・ ・

高田 太郎
氏名又
は名称

株主等通知用データ

00011-99-
123456789
00000

株主等
照 会
コ ー ド

東京都中央区日本
橋茅場町2-2-1

住 所

・ ・ ・

高田 太郎
氏名又
は 名 称

中央区日本橋茅場
町2-2-1

住 所

・ ・ ・

髙田 太郎
氏名又
は名称

③ ⑤

加入者情報の
標準化（※）

株主等通知用
データの登録

② ④

注 電磁的な方法による情報の授受のため、口座管理機関は、加入者の氏名又は名称その他の漢字を含む情報について、「JIS X 0213」の範囲（制度移行当初
においては、「JIS X 0213中のJIS X 0208＋人名用漢字」の範囲）の文字への置換えを標準化に際して行う（文字情報のコード化は、「Unicode」を利用して行
う。）。

00011-99-
123456789
00000

株主等
照 会
コ ー ド

東京都中央区日本
橋茅場町2-2-1

住 所

・ ・ ・

高田 太郎
氏名又
は 名 称

標準化

株主名簿

※ 氏名又は名称及び住所

等の変更届けや、法定代理

人又は常任代理人等の諸

届けについても、口座管理

機関から機構を経由して会

社に通知される。
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実質株主通知と総株主通知の概要

株 主 名 簿

会社(株主名簿管理人)

ﾃﾞｰﾀ
編集

実質株主通知 ＜保振制度＞

株主／実質株主

実 質 株 主 名 簿株主名簿

会社(株主名簿管理人)

総株主通知 ＜振替制度＞

株主等通知用データ

実 質
株主票

実 質
株主票

※「基準日」にのみ実施 ※「基準日」及び「「正当な理由」があるとき」に実施

データ

入力

株主票

名寄せ

名寄せ

データ入力

名寄せ

名寄せ

加入者
情報

データ編集

株式数情報
〔数値データ〕

名寄せ後の株主情報
〔漢字データ〕

名寄せ後の株式数情報
〔数値データ〕

連携

住 所
変更届

株主等照会コードで突合

株主情報 〔標準化された漢字データ〕

加入者
情報

加入者
情報

口座管
理機関

データ入力

口座管
理機関

データ入力

口座管
理機関

データ入力

株主

（実線矢印）： データ送信

（破線矢印）： 書面の授受
(注)

機構
参加者

機構
参加者

実
質
株
主
管
理
番
号
で
突
合

実 質
株主票

機構
参加者

株式数情報
〔数値データ〕

名義書換
請求書

実質株主情報 〔漢字表記（住所・氏名）〕
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実質株主通知と総株主通知の日程

６１ ２ ３ ４

会社／

株主名簿
管理人

参加者

機 構

約２週間後・・・・・・・５権利確定日

２ ４３１株主確定日

口座管
理機関

機 構

会社／

株主名簿
管理人

○ 実質株主通知における株主名簿の確定＜保振制度＞

○ 総株主通知における株主名簿の確定＜振替制度＞

株主名簿の
確定

実質株主と一般
株主との名寄せ

株主名簿の
確定（注）

○ 保振制度においては、権利確定日から実質株主通知まで
の間に、当該実質株主通知に係る担保の確定作業を行う
必要があるが、振替制度においては、担保の確定作業を毎
営業日ごとに行っているため、総株主通知に係る担保の確
定作業を必要としない。

○ 保振制度においては、実質株主通知により確定される実質
株主と、制度外で株主名簿管理人が管理している一般株主
との名寄せを株主名簿管理人が行っている。銘柄によって異
なるが、実質株主通知の約２週間後に、株主名簿が確定され
ている。

担保分に係る実質株主の
株式数の確定処理期間

注 株主名簿の確定時期は、株主名簿管理人によって異なる。

担保データの通知 実質株主に係る株式数の報告

実質株主に係る株式数の通知

総株主報告

総株主通知
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総株主通知の種別について

機構は、振替法第１５１条第１項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、会社に対して

総株主通知を行う。

※ 上記内容に係る総株主通知を行う具体例としては、決算期末、中間決算期末、株式分割、株式併合、取

得条項付株式の全部取得、会社合併等の事由によるものを想定している。会社は、当該内容を取締役会等

において決議したときは、速やかにその旨を機構に対して通知する。

機構は、会社から振替法第１５１条第８項に基づいて総株主通知の請求を受けたときは、会社

に対して総株主通知を行う。ただし、会社は、「正当な理由」を示し、当該総株主通知に係る費用

を負担した上で、総株主通知の請求を機構に対して行う。

※ 会社は、総株主通知の請求を行うことを決めたときは、速やかにその内容を機構に対して通知する。なお、

当該請求は、株主確定日の前営業日から起算して９営業日前の日までに行う必要がある。

○ 振替法に定められた時期における総株主通知

○ 会社の請求による総株主通知
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個別株主通知のイメージ

４２ ３１０

（申出受付日）

②申出の受付

⑤報告依頼先の口座管理機関

の特定

①

個別株主通知の申出

③

受付票の交付

④

申出の取次ぎ

⑥ ⑦

個別株主報告

⑧個別株主通知の内容の確定

⑨
⑨

個別株主通知済
の通知

少
数
株
主
権
等
の
行
使

受付票

個別株主通知

⑦

個別株主報告

報告依頼の通知

注１ 申出株主から会社に対する、少数株主権等の行使可能期間は、個別株主通知後政令で定める期間（２週間の想定）である。
注２ 斜線部分は、申出受付の口座管理機関及び報告依頼先の口座管理機関から機構への個別株主報告が可能な日程を示している。
注３ 申出受付の口座管理機関が間接口座管理機関である場合、機構から会社への個別株主通知に係る日程は、１階層ごとに１営業日ずつ加算される。
注４ 報告依頼先の口座管理機関が間接口座管理機関である場合、機構から会社への個別株主通知に係る日程は、１階層ごとに２営業日ずつ加算される。

突合
⑨

⑩

個別株主通知が
完了した旨の報告

注２

注１

会

社

機

構

申
出
株
主

申
出
受
付
の

口
座
管
理
機
関

報
告
依
頼
先
の

口
座
管
理
機
関
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会社による情報提供請求のイメージ

２

機

構

会

社

４３１０

（請求受付日）

①/Ⓐ

情報提供請求（部分情報）の請求（Ⓐ～Ⓕ）

情報提供請求（全部情報）の請求（①～⑥）

②/Ⓑ請求取次先の口座管理機関

の特定

Ⓒ

情報提供請求（部分情報）
の取次ぎ

⑤情報提供請求（全部情報）に係る

通知の内容の確定

④

情報提供請求
（全部情報）
に係る報告

⑥

Ⓓ

Ⓔ情報提供請求（部分情報）に係る

通知の内容の確定

Ⓕ

情報提供請求（部分情報）
に係る通知

情報提供請求（部分情報）
に係る報告

注１

注１ 楕円部分の情報提供請求（部分情報）に係る報告及び通知は、処理件数により、翌営業日になることもある。
注２ 請求取次先の口座管理機関が間接口座管理機関である場合、機構から会社への情報提供請求（全部情報）に係る日程は、１階層ごとに２営業日ずつ

加算される。

③

情報提供請求
（全部情報）
の取次ぎ

情報提供請求（全部情報）
に係る通知

データ

帳表 データ

端末

端末

端末

請
求
取
次
先
の

口
座
管
理
機
関
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会社による情報提供請求における加入者の指定方法

会社は、情報提供請求にあたり、以下に掲げる２項目のいずれかを示して加入者を指定すること

ができる。

会社は、加入者の 「株主等照会コード」を指定する。ただし、指定に用いることができるのは、

以下のいずれかに該当するものに限る。

① 直前の総株主通知において通知された加入者に係る「株主等照会コード」

② 直前の総株主通知後に個別株主通知により通知された加入者に係る「株主等照会コード」

※ 会社は、情報提供請求により知り得た株主に係る「株主等照会コード」を利用して、情報提供請求を行う

ことはできない。

会社は、加入者の氏名又は名称及び住所を指定する。

・ 原則的な取扱い ・・・ 加入者の氏名又は名称及び住所の全部を指定。

・ 正当な理由として「株主と自称する者が株主であるかどうかを確認するために必要があるとき」

という要件を満たすとき

・・・ 加入者の氏名又は名称及び住所の一部を指定することが可能。

○ 株主等照会コード

○ 氏名又は名称及び住所
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加入者の一部の情報による指定時の留意点

会社が、加入者の氏名又は名称及び住所の一部を指定する方法により情報提供請求を行う際の留意点は、以下
のとおり。

【留意点】
・ 加入者の氏名及び住所の指定が必要（氏名のみ、又は住所のみの指定は不可）。
・ 氏名等については、「カナ氏名又はカナ名称」で可。また、「姓（カナ姓を含む）」のみでも可。
・ 住所については、「都道府県」及び「市区郡町村（政令指定都市については、「市」まで）」までの指定が必要。
・ 加入者の氏名若しくは名称又は住所が英字で表記されている場合は対象外。
・ 加入者が法人であるときは、「株式会社」といった法人種別は省略可。また、例えば「ほふり」や「機構」のように、略称や商号の一部

による指定は不可。

【氏名の入力例】（日本橋 太郎（ニホンバシ タロウ）の入力例）

【住所の入力例】

×（注１）

×

○

○

可否の別

－ニホンバシ

－ニホン

太郎－

－日本橋

名姓

×

○

○

可否の別

１

－

１

号

１

－

１

番

－１丁目新千葉千葉市中央区－

－－－千葉市千葉県

－１丁目新千葉千葉市中央区千葉県

部屋番号字・丁目大字・通称名市区郡町村都道府県

注１ 目的としている「ニホンバシ タロウ」は特定できず、「カナ姓」が「ニホン」という加入者が機構内に登録されていれば、その加入者を特定してしまう。
注２ それぞれの入力例における網掛け部分は、入力必須項目を示している。
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株券電子化後における配当金支払い方法

株券電子化後に株主の選択肢として追加されるもの現 在

会社（株主名簿管理人）

郵便振替
支払通知書

配当金振込
指定書

金融機関 金融機関
配当金

振込指定

配当金振込
指定取次ぎ

配当金
振込指定

配当金振込
指定取次ぎ

口座管理機関

配分計算

振込 振込 振込

※
当
該
方
式
に
つ
い
て
も
、
他
の
方
式
と
同
様
、

実
施
時
期
は
振
替
制
度
移
行
時
と
な
っ
た
。

郵便振替簡易払い 金融機関口座振込払い 株式数比例配分方式配当金振込指定の取次ぎ（登録配
当金受領口座の取次ぎを含む。）

株主A 株主B 株主C 株主D 株主E 株主F

○ それぞれの支払い方法のイメージ
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現 行
どおり

新 規

新 規

新 規

現 行
どおり

④ 現行の郵便振替支払通知書等の送付による支払いの方法は継続

○ 証券会社に口座を開設していない株主や、隔地居住の株主等にあっ
ては、引続き現行方式による配当金の受領のニーズがあると想定される。

③ 株式数比例配分方式

○ 加入者は、直近上位機関に対して、口座に記録された振替株式の数
に応じた配当金の受領を委任し、会社は、機構の計算した口座管理機
関ごとの配当金受払額に基づいて、口座管理機関に対して配当金を支
払う方式。

② 郵便振替支払通知書等の送付による支払い

○ 会社が、株主の届出住所あてに、郵便振替支払通知書又
は配当金領収証を送付し、所定の支払期間内に株主が郵便
局等の窓口に当該通知書等を持参し、それとの引換えにより、
配当金を支払う形式。

② 登録配当金受領口座方式

○ 加入者があらかじめ指定した一の預金口座で、すべての銘柄の配当
金を受領する方式。

○ 加入者は、直近上位機関に対して配当金振込指定の取次ぎの請求
を行い、機構は、株主等通知用データとして、一の金融機関口座を登
録する。

○ 機構は、配当基準日が到来するつど、当該加入者が新規に保有する
こととなった銘柄について配当金振込指定の届出を行う。

○ 振替制度移行に伴って、届出印による株主確認方法の見直しが検
討されていることを踏まえ、階層構造を通じて届出を取次ぐことも可能
とする。この場合、加入者は、直近上位機関に対して、個々の会社に
対する配当金振込指定の取次ぎの請求を行い、機構はこれを会社に
取り次ぐ。

① 現行の配当金振込指定による振込先への支払いの方法は継続

○ 既に、配当金振込指定を利用している株主については、現行の受取
り方式を変更したいとのニーズは乏しいと想定される。

① 配当金振込指定による振込先への支払い

○ 株主があらかじめ会社に対し、配当金振込指定書によって

配当金を受領する金融機関口座（又は郵便貯金口座）を通知

し、会社が株主の指定する口座に対して配当金を支払う形式。

○ 郵便貯金口座を指定する方法については、会社により利用

を認めていないケースがある。

振替制度移行後現 行

※ 複数の銘柄に投資する株主にとっては、それぞれの銘
柄ごとに配当金振込指定の届出を行う必要がある。

○ それぞれの支払い方法の内容

○ 導入に向けて関係者による検討を行った結果、本方式についても、
他の方式と同様、実施時期は振替制度移行時となった。
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総株主通知の請求・情報提供請求における正当な理由についての解釈指針

一 総株主通知の請求

１ 次に掲げる場合には、「正当な理由」（社債、株式等の振替に関する法律第１５１条第８項）があるものとして、発行者は、振替機関に対し、総株主通知
の請求をすることができるものとする。

（１） 発行者が、法令、上場規則、定款その他の規則（以下「法令等」という。）に基づき株主に対して通知をするために必要があるとき。
（２） 発行者が、法令等に基づき、株主に関する情報を、公表し、又は官公署若しくは証券取引所（金融商品取引所）に提供するために必要があるとき。
（３） 発行者が、株主に対し、株主優待制度の実施その他振替株式の株主共通の利益のためにする行為をしようとするとき。
（４） 上場廃止、免許取消しその他発行者又は株主に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。
（５） 定款又は定款の委任に基づき株式の取扱い等に関して定められる株式取扱規程において定められた事由が生じたとき。

２ 前項にかかわらず、次に掲げる場合には、「正当な理由」は認められず、発行者は、総株主通知の請求をすることができない。

（１） 人の生命、身体、財産を害する目的を有するとき。
（２） 犯罪目的を有するとき。
（３） 公序良俗に反するとき。
（４） 第三者への漏えいを目的とするとき。
（５） 株主に対する営業行為を行う目的であるとき。
（６） 発行者の役職員の個人的目的その他発行者の事業と無関係の目的であるとき。

二 情報提供請求

１ 次に掲げる場合には、「正当な理由」（社債、株式等の振替に関する法律第２７７条）があるものとして、発行者は、振替機関又は口座管理機関に対し、
振替口座簿の当該発行者の株式が記録されている口座の情報の提供の請求をすることができるものとする。

（１） 加入者の同意があるとき。
（２） 株主と自称する者が株主であるかどうかを確認するために必要があるとき。
（３） 株主が株主権の行使要件を充たしているかどうかを確認するために必要があるとき。
（４） 発行者が、法令等に基づき、株主に関する情報を、公表し、又は官公署若しくは証券取引所（金融商品取引所）に提供するために必要があるとき。
（５） 上場廃止、免許取消しその他発行者又は株主に損害をもたらすおそれのある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。
（６） 定款又は定款の委任に基づき株式の取扱い等に関して定められる株式取扱規程において定められた事由が生じたとき。

２ 一の２は、前項の請求をする場合について準用する。

注 情報提供請求に係る「正当な理由」（４）、（５）、（６）は、総株主通知の請求に係る「正当な理由」（２）、（４）、（５）と同一の内容。

正当な理由の解釈指針



２．株式の制度移行手続
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移行手続のイメージ①（施行日以前）

保
振
制
度
利
用
会
社

保
振
制
度
利
用
会
社

機
構
機
構

参
加
者

参
加
者

振
替
制
度
利
用
会
社

振
替
制
度
利
用
会
社

機
構
機
構

口
座
管
理
機
関

口
座
管
理
機
関

報告

施行日
1ヶ月前の日

同
意
手
続

（
振
替
法
第
１
３
条
第
1
項
）

公
告

（附
則
第
８
条
第
１
項
）

同
意
期
限
日

（附
則
第
７
条
第
１
項
）

実
質
株
主
通
知

作
成
※

効力発生日効力発生日
=施行日施行日施行日前日施行日2週間前

施行日
2週間前の前日

（１ヶ月間）

略式質権者による株主名簿への名義記録
（附則第６条第６項）

略式質権者による株券の預託
（附則第１０条）

承諾のない保護預り株券の預託
（附則第11条）

預託・交付請求の禁止
（附則第12条）

実
質
株
主
の
確
定
基
準
日

実
質
株
主
通
知

作
成
・報
告
※

（附
則
第
６
条
第
３
項
）

（2週間）

制
度
参
加
手
続

～2008年10月
（予定）

～2008年8月
（予定）

（特例期間）
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移行手続のイメージ②（施行日以降）

振
替
制
度
利
用
会
社

振
替
制
度
利
用
会
社

機
構
機
構

口
座
管
理
機
関

口
座
管
理
機
関

株
主
名
簿
へ

記
録

（附
則
第
6
条
第
３
項
）

報告

特
別
口
座
開
設
の

申
出

（附
則
第
８
条
第
4
項
）

口
座
記
載
事
項
の

通
知

（附
則
第
８
条
第
5
項
）

口
座
記
録

（附
則
第
８
条
第
６
項
）

口
座
記
録

（附
則
第
８
条
第
７
項
）

実
質
株
主
通
知

作
成
・報
告
※

（附
則
第
６
条
第
３
項
）

特
別
口
座
開
設

機構名義株式の名義書換禁止（15営業日）（附則第６条第3項）

実
質
株
主
通
知
※

（附
則
第
６
条
第
２
項
）

実
質
株
主
通
知

作
成
※

効力発生日効力発生日=施行日施行日施行日前日

公
示

（附
則
第
８
条
第
8
項
・
第
９
項
）

特
定
振
替
株
式
の

通
知

（附
則
第
８
条
第
２
項
）

特
定
振
替
株
式
の

報
告

（附
則
第
８
条
第
３
項
）

実
質
株
主
の
確
定
基
準
日

交付請求禁止（附則第５条）

参
加
者
口
座
簿
・顧
客
口
座
の
振
替
口
座
簿
へ
の

転
記
手
続
（附
則
第
７
条
）

登記手続（２週間以内）（会社法第915条第１項）

※施行日前日の実質株主通
知は総株主通知の仕組みを
利用して行う。（注）

（注）施行日の2ヶ月程度前（２００８年１０月中を予定）より、総株主通知の仕組みを利用して実質株主通知を行う。
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振替制度への参加手続①（日程イメージ）

2008年7月上旬

～2009年１月中旬

2009年1月上旬

（施行日）

～2008年12月初旬

（同意期限日まで）

2008年7月下旬

～ 2008年10月末頃

～

機構発行会社日程

同意書等の送付

同意書等提出（注１）

公告

「証明書」（注2）の発送

（みなし定款変更）

登記手続

（説明会等）

（注１） 自主的に施行日を効力発生日とする株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更を行った発行会社については、その旨を機構に通知する必要がある。なお、当該通知時期については、

同意書等提出時を想定している。

（注２） 株券を発行する旨の定款の定めを廃止することによる変更の登記の申請をする際の商業登記法第63条に規定する書面に代わるものとして発行するものである（附則第6条第7項参照）。

なお、機構は、自主的に施行日を効力発生日とする株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更を行った発行会社に対しては当該「証明書」の発送は行わない。

（
準
備
）

※ 「みなし定款変更」の場合
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振替制度への参加手続②（提出書類等）

２００８年7月

～

２００８年10月

提出時期（想定）

① 同意書

② 取締役会で同意に係る決議をしたことを証する書面

③ 印鑑証明書

④ 株式の内容を記載した書面

⑤ 商号、本店所在地、業務連絡部署等機構へ届出を

要する事項を記載した書面

振替制度利用会社

主な提出書類参加形態

■ 発行会社の同意手続

（注） 具体的な日程は業務規程等の公表時期や総合テスト等の手続を勘案して決定する。

等

■ 制度参加手続のための準備

（4） その他 ※ 「端株の移行」（P35）参照。○ 端株をなくす手続 （端株制度採用会社）

※ 『 「株券を発行する旨」の定

款の定めの取扱い』（P32）

参照。

○ 「株券を発行する旨」の定款の定めを廃

止する方法の検討

（3） 定款の取扱い

○ 取締役会の決議（1） 振替機関への同意

○ 特別口座開設先の口座管理機関の決定

○ 調整株式数等を記録するための口座の

開設

（2） 特別口座開設先等

の決定

備考主な内容主な項目
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「株券を発行する旨」の定款の定めの取扱い

（注１） 保振制度利用会社が施行日前の直近の定時株主総会等で、自主的に施行日を効力発生日とする株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変

更決議を行い、かつ、同意期限日までに振替法第13条第1項の同意の手続を行った場合には、附則第7条（振替口座簿への転記の特例）・附則第8条（特別

口座開設先の名称等の公告、特別口座の新規記録手続）の規定が適用されるため、「みなし定款変更」の規定により定款変更をした場合と同様の移行措

置がとられることになる。

（注２） 機構への通知時期については、同意書等提出時を想定している。

（注３） 施行日の2週間前までに株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨等について公告等をしなければならない（会社法第218条第1項）。

■ 保振制度利用会社の対応

○○
（3） 特別口座の開設先の名称等

の公告（附則第8条第1項）

○
（注3）

－
（4） 株券が無効となる旨等の公

告等

・ 株主総会の議事録

・ 会社法第218条第1項の規定に

よる公告をしたことを証する書面

・ 機構が発行する証明書（6） 登記申請に添付する書類

○○（5） 登記手続

○
（注2）

－
（2） 定款変更をした旨等の通知

（附則第3条第1項）

○－（1） 株主総会決議

②の場合①の場合主な対応

① 「みなし定款変更」が適用される場合（附則第6条第1項）

② 施行日を効力発生日とする株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更をする場
合（会社法第218条等）（注１）
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特別口座の新規記録手続①（日程イメージ）
※ 「施行日の前営業日」をＲとする。

Ｒ＋５

発行会社

（ＴＡ）

機構

参加者

～Ｒ＋８Ｒ＋４Ｒ＋３Ｒ＋２Ｒ＋１Ｒ

Ｒ＋15

発行会社

（ＴＡ）

機構

参加者

Ｒ＋14Ｒ＋13Ｒ＋12Ｒ＋１1Ｒ＋10Ｒ＋９Ｒ～Ｒ＋８

担保データ編集 担保データ
送信

担保データ
集信

担保
突合

担保内容
通知配信

担保内容
通知受信

実質株主報告編集 実質株主報告送信

報告株式数
確定

実質株主報告集信

一般株主報告集信

一般株主報告送信

（予備）
通知
編集

総株主通知
配信

総株主通知
受信

・・・

・・・

・・・

（注１） 発行会社（ＴＡ）は、一般株主に係る（加入者）情報を別途機構に対して登録しておく必要がある。

（注２） 特別口座の開設先が株主名簿管理人（TA）である場合を想定。

※ 今後の検討等により、内容等が変更される場合がある。

（予備）
株主名簿の確定 新規記録

通知送信

新規記録
通知集信

新規記録通知
情報通知配信

新規記録通知
情報通知受信

口座簿増
加記録

口座簿増
加記録
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特別口座の新規記録手続②（特別口座の特徴等）

○ 施行日から15営業日目の日(2) 特別口座の新規記録日

※ ②：主務省令で定めるものとしては、

和解調書等が予定されている。

※ ③：主務省令で定める場合としては、

株券を発行する旨の定款の定めの廃

止に係る効力発生日（施行日）から一

定期間、失念株主等に係る株式の株券

と当該株券を当該効力発生日（施行

日）前に取得等をした事実を証する資

料（売買契約書等）を添付して請求した

場合等が予定されている。

○ 前(3)の例外として、失念株式等の株式が名義株主の特別口座に

記録されている場合であって、次のいずれかに該当する場合は、

発行会社は、「失念株主等の特別口座開設の申出及び名義株主の

特別口座から失念株主等の特別口座への振替申請」（A）を行わな

ければならない。

① 失念株主等と名義株主が共同して請求をした場合

② 名義株主に対して失念株主等への名義書換の請求をすべきこ

とを名義株主に命ずる判決であって執行力を有するものの正本

若しくは謄本又はこれに準ずる書類として主務省令で定めるも

のを添付して失念株主等が請求をした場合

③ 失念株主等の請求により上記（A）の手続を行っても名義株主

その他利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務

省令で定める場合

（5） 特別口座に係る名義書

換失念株主等の救済措置

○ 前(3)の振替を除き、特別口座に記録された株式に係る株主の権

利（議決権の行使、配当の受取等）は、他の振替株式と同様となる。

(4) 特別口座の株主の権利

※ ①：単元未満株式の買取請求の場合

等が考えられる。

※ ②：単元未満株式の売渡請求の場合

等が考えられる。

① 特別口座の加入者は、当該加入者が開設した口座及び発行会社

口座への振替のみ可能。

② 特別口座を振替先口座とする振替については、発行会社のみ可能。

(3) 特別口座に係る振替の

制限

※ 施行日において転記手続の対象外の

株式に係る株主等が特別口座の新規

記録通知の対象となる。なお、株券喪

失登録がされた株券の株式については、

株券喪失登録抹消日までは当該新規

記録通知をすることができない（注）。

① 特別口座の開設申請は、発行会社が行う。

② 特別口座の名義人は、株主名簿上の名義人及び登録株式質権

者となる。

(1) 特別口座の開設

備考内容項目

（注） 株券喪失登録者が株券喪失登録されている株券の株式に係る名義人である場合（会社法第225条第1項に規定された株券所持人が株券喪失登録の抹消を請求している
場合を除く。）には、施行日において株券喪失登録が抹消される。



35

端株の移行

○ 主な端株の移行方法

① 施行日を効力発生日とする株式分割及び

単元株制度の採用

② 端株の買取請求・買増請求の促進

③ 定款変更による端株制度の廃止 等

○ 関係者における移行方針の整理

少数の端株主のみを有する端株制度採用会

社においては、円滑な移行を図る観点から、

端株主以外の株主に影響を与えない上記②

③の方法により、施行日前に端株をなくす方

向でご検討をいただく。

○ 端株は、振替制度において取扱いの対象と

されていないため、施行日までになくす必要

がある。

内容

※ ①：端株主に交付される

株式については、移行時

の「特別口座の新規記録

通知」により特別口座に

記録される。

※ 移行時に株式分割等が

集中することにより関係

者の事務やシステム的な

影響等の混乱が懸念され

ている。

備考

(2) 端株の移行方法（注）

(1) 施行日までの端株

の取扱い

項目

（注） 登録単元未満株式（株主名簿に登録されている単元未満株式で株券が発行されていないもの）については、施行日以降、発行会社の申出により開設された特別口座に記
録されることとなる。登録単元未満株式を振替制度前に保振制度へ移管するには、株主が発行会社から単元未満株券の交付を受ける必要があることから、登録単元未満
株式を減少させる対応としては、登録単元未満株式の買取請求や売渡請求の利用促進が考えられる。また、振替制度後の対応としては特別口座からの振替が考えられる。
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担保株券の預託

※ ①：一般の事業法人においては、保振制

度の「参加者」となることができない。

※ ②：質権の場合、施行日の2週間前の日

から施行日の前日に限り、略式質権者が

単独で株主名簿に質権者として氏名等の

登録を請求することができる法律上の措

置が設けられている（特例登録株式質）。

① 証券会社等の参加者を通じて、機構

に担保株券を預託する方法

② 株主名簿に登録する方法

（2） 担保株券の移行

方法

※ 質権者単独で特例期間に預託する場合

においても、質権設定者（株主）の口座は

必要となることに留意する必要がある。

○ 担保株券の預託にあたっては、振替制

度移行後の取扱いや実務面から、担保

の種類（質か譲渡担保か）にかかわらず、

担保権設定者（株主）の口座が必要とな

る。

(3) 担保権設定者の

口座開設

※ 「特例期間」においては、 質権者単独で

預託できる特例措置が設けられているが、

「特例期間」（約２週間）における各関係機

関の受入可能な処理量は約30億株程度と

想定される （注）。

○ 担保の種類にかかわらず、担保権設定

者の協力（設定者からの承諾や口座開

設手続等）を得て、「特例期間」よりも前

に預託を進めていく。

(１) 関係者における

預託指針の整理

備考内容項目

（注） 「特例期間」においては、関係者における円滑な移行や実務への影響を考慮し、あらかじめ預託株式数の調整を行う等一定の制限を設けることも考え
られる。
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発行会社におけるその他の検討及び留意事項

○ 施行日直前の2週間は、「預託・交付請求の禁止」の措置が

設けられていることから、預託・交付の伴う①「保振制度を利

用した公募又は売出し」、②「預託株券に係る自己株式の消

却手続」等が制約される。

○ 施行日前後に行われるコーポレートアクションについては、

システム移行等の関係により、実務上の支障が生じる場合

には、必要に応じて、日程調整等の検討を依頼することが

想定される。

（1） 移行時のコーポレートアク

ション等についての対応

内容項目

○ 特別口座に記録された振替株式を当該口座の名義株主

が開設した振替口座に移管する際の手続の検討

（3） 特別口座の移管手続

○ 振替制度移行後における名義書換失念株式（機構名義失

念株式を含む）の救済措置に係る手続の検討

（2） 名義書換失念株式の救済

措置に係る手続



３．新株予約権付社債及び新株予約権の振替制度の概要
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振替新株予約権付社債の取扱対象

○ 振替制度において、機構が取扱対象とする新株予約権付社債の範囲は、現行の保振制度と同様とする。（機構

の取扱対象とならない新株予約権付社債は電子化されない。）

機構の取扱対象

証券取引所に上場される新株予約権付社債

総額買取型新株予約権付社債

－ 非上場新株予約権付社債のうち、その新株予約権の目的である株式が振替株式であって、機構が定める

要件に合致するもの（口座管理機関が総額を買取った後、新株予約権行使により取得した株式を不特定
多数の投資家に売却することを目的とするもの）

機構の取扱対象とならない新株予約権付社債機構の取扱対象とならない新株予約権付社債

海外で発行される新株予約権付社債

－ ユーロ円建新株予約権付社債等

その他の新株予約権付社債

－ 投資ファンド、事業会社など特定の第三者に割り当てられる新株予約権付社債等

機構の取扱対象とならない新株予約権付社債

海外で発行される新株予約権付社債

－ ユーロ円建新株予約権付社債等

その他の新株予約権付社債

－ 投資ファンド、事業会社など特定の第三者に割り当てられる新株予約権付社債等



39

振替新株予約権付社債の新規発行

発行決議

発行会社の同意

銘柄情報通知

新規記録通知

振替口座簿の記録

会社は新株予約権付社債の発行ごとに、現物債を発行するか、振替債を

発行するかを決定することができる。

会社は振替債の発行を決定した場合には、当該新株予約権付社債を機

構が取り扱うことについて、同意（将来の発行も含めた包括的な同意）を行う。

施行日前の既発債の移行手続の過程において既に同意している場合に

は、改めて同意することは不要。

発行代理人は、会社が利率、新株予約権行使価格等の発行条件を決定
した日（条件決定日）の翌営業日に、機構に対して、銘柄情報ファイル（ＣＳＶ
形式又はファイル伝送形式）を送信する。

機構は、当該銘柄情報ファイルを口座管理機関に提供する。

引受証券会社は、機構の決済照合システムに新規記録情報を登録する。

発行代理人は、当該情報を確認した後、機構に対して、新規記録情報承

認通知を送信する。

払込期日に、日本銀行の当座勘定において、引受証券会社（資金決済会

社）から発行代理人（資金決済会社）へ払込金の入金が行われる。

機構は、日本銀行から入金済通知を受領した後、直ちに、引受証券会社

の口座に新規記録を行う。【発行時ＤＶＰ】

○ 振替制度においては、社債券の発行が不要となる。新規発行は、コンピュータシステム上の帳簿（振替口座簿）へ記録することにより
行われる。⇒ 券面発行に伴うコスト（印刷費用、印紙税）の削減及び事務処理負担の軽減が実現。
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振替新株予約権付社債の銘柄情報通知

○ 振替制度においては、銘柄に関する全ての情報は、発行代理人から機構へ、機構から口座管理機関へと、電子データの形式で通知が
行われる。⇒ 業務の効率化・ＳＴＰが実現。

償還価額

償還期日償還

利率（固定・変動）

利払期日利払い

社債管理者

資金決済会社

支払代理人

発行代理人

発行総額

各社債の金額

払込日

募集開始日社債に関する事項

上場区分

募集方式

回号

発行者

銘柄名称

ISINコード

銘柄コード銘柄に関する事項

利金手数利率

元金手数料率元利払手数料

特例新株予約権付社債かどうか特例債

端数償還金の有無端数償還金

取得対価

取得日

取得条項の有無取得条項

行使請求受付場所

新株予約権の行使価額

新株予約権の発行価額

新株予約権の行使期間終了日

新株予約権の行使期間開始日

新株予約権の総数新株予約権に関する
事項

償還価額

繰上償還期日

プットオプションの有無プットオプション

償還価額

繰上償還期日

コールオプションの有無コールオプション

【主な通知項目】
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振替新株予約権付社債の新規記録①

引

受

証

券

会

社

日本銀行

当座勘定入金済通知 入金依頼

振込依頼

当座勘定引落対象通知

当座勘定引落通知 当座勘定入金通知

資金
決済
会社

当座勘定決済

会

社

（発

行

代

理

人
）

資金
決済
会社

機 構

決済照合システム

振替システム

発行口記録

新規記録

約定照合

決済照合

新規記録情報承認

決済照合結果通知

新規記録情報通知

決済照合結果通知

新規記録情報入力

新規記録済通知

※ 資金決済情報通知は、資金決済会社にも送信する。

※ 新規記録済通知は、株主名簿管理人にも送信する。

新規記録情報承認結果通知

発行口記録情報通知

資金決済情報通知

新規記録済通知

発行口記録情報通知

資金決済情報通知

当座勘定入金対象通知

【発行時ＤＶＰ方式】
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振替新株予約権付社債の新規記録②

引

受

証

券

会

社

会

社

（発

行

代

理

人
）

機 構

振替システム

発行口記録

※ 発行代理人は、払込期日に、引受証券会社から払込みが行われたことを確認した後、機構に対して、資金振替済通知を行う。

※ 機構は、発行代理人から受け付けた資金振替済通知に基づき、受付日当日のオンライン処理により振替口座簿に新株予約権付社債の記録を行う。

※ 新規記録済通知は、株主名簿管理人にも送信する。

発行口記録情報通知

新規記録に関する情報の通知

発行口記録情報通知

新規記録情報通知

【発行時ＤＶＰ方式によらない方式】

新規記録

資金振替済通知

新規記録済通知新規記録済通知
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振替新株予約権付社債の元利払い

会社

加入者 加入者

機構加入者直接口座管理機関

支払代理人

直接口座管理機関

間接口座管理機関

機構

基金請求（課税情報
申告）の流れ

加入者

資金の流れ

○ 現在は、社債権者が、償還の場合は本券を、利払いの場合は利札を、元利金支払場所に持参し、元利金支払場所を通じて、元利金が
支払われているが、振替制度では、振替制度の階層構造を利用し、口座簿に記録された残高に基づいて、会社→支払代理人→口座管
理機関→加入者（社債権者）と、順次元利金が支払われる。
⇒ 本券・利札の運搬・精査等の事務が削減され、償還や利払いの事務手続が簡素化。

このような取扱いの前提として、加入者
は口座管理機関に対し元利金の請求
及び代理受領を、また、直接口座管理
機関・機構加入者は機構に対し元利金
の請求を、それぞ れ 委任する。 （口座
約款等により対応する。）

銘柄ごとに指定される「元利金支払場所」
ではなく、全ての口座管理機関が元利払
いにかかわることとなる。
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振替新株予約権付社債の元利払いの事務処理

機

構

加

入

者

機 構

元利金請求データ

課税情報申告データ
元利金請求データ

元利金請求内容承認通知

元利金請求内容確定通知
元利金請求内容確定通知

振替システム

日本銀行

当座勘定入金対象通知

当座勘定入金済通知 入金依頼

抹消済通知 抹消済通知

振込依頼

当座勘定引落対象通知

当座勘定引落通知
当座勘定入金通知

資金
決済
会社

※ 機構は、日本銀行から当座勘定入金済通知を受領した後、当該決済が振替新株予約権付社債の償還に係るものである場合には、

当該振替新株予約権付社債の抹消を行う。利払いに係るものである場合には、抹消は行わない。

抹消記録

元利金請求データ作成

元利金請求内容確定処理

当座勘定決済

資金決済データ作成

会

社

（支

払

代

理

人
）

資金
決済
会社
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保振制度と振替制度の比較（元利払い）

保振制度 振替制度

機構に預託
されているＣＢ

機構に預託
されていないＣＢ

振替ＣＢ 現物ＣＢ

社債管理者

会社

機構

元利金支払場所
である参加者

社債権者

課税情報
申告

元利金支払場所
でない参加者

基金請求
券面呈示

基金請求 基金

基金

基金

元利金

元利金

社債管理者

会社

元利金支払場所

社債権者

基金請求 基金

基金

元利金

基金請求

券面呈示

課税情報
申告

支払代理人

会社

機構

直接口座管理機関

社債権者

課税情報
申告

間接口座管理機関

元利金請求

基金請求 基金

元利金
（日銀ネット）

元利金

元利金

社債管理者

会社

元利金支払場所

社債権者

基金請求 基金

基金

元利金

基金請求

券面呈示

課税情報
申告
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振替新株予約権付社債の新株予約権行使

行
使
請
求
日

Ⅹ

Ⅹ
＋
１

Ⅹ
＋
２

機構加入者 機構 行使請求受付場所

・加入者口座コード
・振替新株予約権付
社債の銘柄・金額

・単元未満株式の買
取代金の入金口座
の情報等

・株主等照会コード
・加入者の氏名又は
名称及び住所

・振替新株予約権付
社債の銘柄・金額

・単元未満株式の買
取代金の入金口座
の情報等

・株主名簿への記載
・振替株式の新規記録
通知データの作成・株主等照会コード

・振替株式の銘柄・株数

・振替株式の振替口座
簿への新規記録

・振替株式の振替口座
簿への新規記録

・振替株式の新規記録
通知の受信

・振替株式の新規記録
通知の受信

・行使請求通知の受信
・加入者からの行使請
求の申出の受付

・機構への行使請求通
知データの作成

・行使請求に係る振替
新株予約権付社債の
抹消

・行使請求通知の受信
・行使請求受付場所へ
の行使請求通知デー
タの作成

・行使請求に係る振替
新株予約権付社債の
抹消

行使請求通知
（3:00～15:30）

新規記録通知
（3:00～20:00）

・加入者口座コード
・振替株式の銘柄・株数

行使請求通知
（18:00～20:00）

新規記録通知
（3:00～20:00）

○ 現在は、関係者間で、新株予約権行使請求書、実質株主票、券面等を搬送しているが、振替制度では、コンピュータシステムによる
データ伝送の方法により処理を行う。⇒ 関係者の事務処理の負担・コストが軽減。

○ 現在は、機構が新株予約権行使を受け付けてから、新株予約権行使に対して交付される株式が口座簿に記録されるまで、５日間
かかっているが、振替制度では、２日間に期間が短縮される。⇒ 社債権者の利便性が向上。

※時間はファイル伝送
の授受時間帯
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現物新株予約権付社債の新株予約権行使

○ 機構の取扱対象とならない新株予約権付社債、又は、機構の取扱新株予約権付社債で振替債に移行していないものについては、
振替制度移行後は、新株予約権行使の際に、振替株式を交付するための実務対応（機構のコンピュータシステムを通じた口座通知
及び新規記録の手続）が必要となる。

社債権者は、行使請求取次場所又は行使請求受付場所に対して、新株予約権行使請求を行う。

社債権者は、新株予約権行使により振替株式の記録を受けるべき口座の会社（行使請求受付場所）への通知を、口座管理機関に
依頼する。（社債権者は口座管理機関に口座を開設しておくことが必要。）

口座管理機関は、機構に対して、口座情報を通知する。【T日 3:00～20:00】
機構は、行使請求受付場所に対して、口座情報を通知する。 【T+1日 3:00～14:00】

機構及び口座管理機関は、振替口座簿に、振替株式を記録する。

行使請求受付場所は、機構に対して、振替株式の新規記録情報を通知する。 【T+2日 3:00～14:00】
機構は、口座管理機関に対して、振替株式の新規記録情報を通知する。 【T+3日 3:00～14:00】

※時間はファイル伝送の授受時間帯

※時間はファイル伝送の授受時間帯
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保振制度と振替制度の比較（新株予約権行使）

保振制度 振替制度

機構に預託
されているＣＢ

機構に預託
されていないＣＢ

振替ＣＢ 現物ＣＢ

行使請求受付場所

行使請求取次場所

社債権者

行使請求
申出

社債券

行使請求受付場所

機構

直接口座管理機関

社債権者

行使請求
通知

新規記録
通知

行使請求受付場所

行使請求
取次場所

社債権者

行使請求
申出書

社債券

行使請求
通知

行使請求
申出

新規記録
通知

行使請求
申出書

社債券

行使請求
申出

社債券

直接口座
管理機関

機構

口座通知
の依頼

口座通知

口座通知

新規記録
通知

新規記録
通知

行使請求受付場所

機構

参加者

社債権者

行使請求
申出書

株式発行
通知

行使請求
申出書

社債券

行使請求
申出

株式発行
通知

株券

（注）間接口座管理機関は、直接口座管理機関を通じて、行使請求及び口座通知を行う。
（注）社債権者は行使請求受付場所に対し

て直接行使請求を行うことも可能。

株式発行通知
に基づき株式
を口座に記録

新規記録通知
に基づき株式
を口座に記録

新規記録通知
に基づき株式
を口座に記録
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振替新株予約権付社債の繰上償還

コールオプションの行使

プットオプションの行使

機構加入者 機構 支払代理人

コールオプション
行使情報の通知

繰上償還

コールオプション
行使請求

機構加入者 機構 支払代理人

プットオプション
行使情報の通知

プットオプション
行使請求

機構及び口座管理機関は、行使されたＣＢについて、繰上償還期日まで振替・抹消を停止

繰上償還

※ コールオプションとは、発行者の意思表示に
より繰上償還をすることができる権利をいう。

※ プットオプションとは、加入者の意思表示に
より発行者に対し繰上償還を請求すること
ができる権利をいう。
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振替新株予約権付社債の買入消却

抹
消
記
録
・
確
認

買
付
実
施

支払代理人会社機構加入者

（買付委託機関）

機構

買入消却に係る買付委託 買入消却の連絡

振替ＣＢの振替

申請受付

機構加入者口座
の記録抹消

買入消却に係る抹消済通知

買入消却請求

買入消却申請受付通知

買入消却に係る抹消済通知

買入消却申請（抹消申請）は、支払代
理人へ振り替えた後、支払代理人から
申請することも可能。

買入消却に係る抹消済通知は、株主
名簿管理人にも通知する。

（注）買入消却請求は、前日請求又は当日請求が可能。前日請求の場合は消却日の業務開始時に抹消処理を行う。当日請求
の場合はオンラインで即時に抹消処理を行う。
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振替新株予約権付社債の加入者情報の取扱い

総新株予約権付社債権者通知

○ 振替制度では、新株予約権付社債についても、株式の総株主通知と同様に、加入者の氏名・住所等の情報を発行会社に通知する
仕組み（総新株予約権付社債権者通知）が用意されている。（振替法２１８条）

⇒ 電子化後は、発行会社は、新株予約権付社債の保有者（社債権者）を把握することが可能となる。

● 取得条項付新株予約権付社債を全部取得により全部抹消する場合（振替法２１７条第３項）

● 合併等の際、消滅会社等の新株予約権付社債が存続会社等へ承継される場合に、消滅会社等の
新株予約権付社債を全部抹消するとき（振替法２２３条３項）

振替法に定められた
時期における通知

● 発行会社は、正当な理由があるときは、機構に対して、総新株予約権付社債権者通知を請求する
ことができる。

発行会社の請求によ
る通知

通知を行う場合通知の種別

加入者情報の通知

○ 振替制度においては、口座管理機関は、新株予約権付社債についても、株式の場合と同様に、口座を開設した都度（原則として、
初めて口座に振替新株予約権付社債の数量を記録した日から５営業日以内に）、加入者情報（加入者口座コード、加入者の氏名
及び住所等の情報）を機構に通知することが必要となる。

※ 加入者情報の通知は、商品の区別（株式と新株予約権付社債の区別）なく行うものであり、当該加入者を振替株式の加入者と
して既に通知している場合、又は、施行日前のデータ整備の手続の中で既に通知している場合には、改めての通知は不要。

○ 機構は、当該加入者情報を名寄せしたうえで、株主等通知用データとして管理を行う。

（注）上記の各取扱いは振替新株予約権についても同様。（施行日前における加入者情報の通知の手続は不要。）
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正当な理由の解釈指針

総新株予約権者通知又は総新株予約権付社債権者通知の請求における正当な理由についての解釈指針

１．次に掲げる場合には、「正当な理由」（社債、株式等の振替に関する法律第１８６条第５項又は第２
１８条第５項）があるものとして、発行者は、振替機関に対し、総新株予約権者通知又は総新株予約
権付社債権者通知の請求をすることができるものとする。

（１）発行者が、新株予約権者又は新株予約権付社債権者に対し、優待制度の実施その他振替新株予約権
の新株予約権者又は振替新株予約権付社債の新株予約権付社債権者共通の利益のためにする行為を
しようとするとき。

（２）新株予約権の目的である株式の上場廃止、免許取消しその他発行者、株主、新株予約権者又は新株
予約権付社債権者に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。

（３）新株予約権又は新株予約権付社債の発行要項において定められた事由が生じたとき。

２．前項にかかわらず、次に掲げる場合には、「正当な理由」は認められず、発行者は、総新株予約権者
通知又は総新株予約権付社債権者通知の請求をすることはできない。

（１）人の生命、身体、財産を害する目的を有するとき。

（２）犯罪目的を有するとき。

（３）公序良俗に反するとき。

（４）第三者への漏えいを目的とするとき。

（５）新株予約権者又は新株予約権付社債権者に対する営業行為を行う目的であるとき。

（６）発行者の役職員の個人的目的その他発行者の事業と無関係の目的であるとき。
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振替新株予約権付社債の承継

口

座

管

理

機

関

機

構

消
滅
会
社
等
の
支
払
代
理
人

存
続
会
社
等
又
は
新
設
会
社
等
の

発
行
代
理
人

消
滅
会
社
等

存
続
会
社
等
又
は
新
設
会
社
等

⑥総新株予約権付
社債権者通知

①全部抹消通知

総新株予約権付
社債権者通知の
受領を委託

④効力発生日に消滅会社等の
ＣＢの全部抹消及び存続会社
等又は新設会社等ＣＢの新規
記録

③全部抹消通知及
び新規記録通知

機
構
で
一
本
化

②新規記録通知

⑤全部抹消日の
総新株予約権付
社債権者報告

※ 総新株予約権付社債権者通知は、株主名簿管理人又は会社が受領することも可能。（ＣＤ－ＲＯＭ等の媒体も用意。）



54

振替新株予約権付社債の社債権者集会

（証明書の交付）

社債権者が、以下の行為を行う場合には、直近上位機関から、振替口座簿のうち自己の口
座の記録事項を証明した書面（「社債権者集会における議決権行使等のための証明書」）の
交付を受け、当該書面を会社又は社債管理者に提示しなければならない。（振替法２２２条）

会社法718条1項の規定による社債権者集会の招集の請求

会社法718条3項の規定による社債権者集会の招集

社債権者集会における議決権の行使

担保付社債信託法95条1項の規定による担保物の保管の状況の検査

（証明書交付中の取扱い）

機構及び口座管理機関は、社債権者集会における議決権行使等のための証明書を交付した
ときは、当該証明書が社債権者から返還されるまでの間は、当該証明書における証明の対象
となった振替新株予約権付社債の振替及び抹消を停止する。
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振替新株予約権の取扱対象

○ 機構では、振替制度から、新たに、新株予約権の取扱いを行う。（振替制度施行前に発行された新株予約権は
取扱対象としない。）

機構の取扱対象

無償割当新株予約権

－ 株主に対して無償で割り当てられる新株予約権であって、証券取引所に上場されるもの（有償増資の際に
発行され、証券取引所に上場される、従来の新株引受権証書に相当するもの）

総額買取型新株予約権

－ 非上場新株予約権のうち、その新株予約権の目的である株式が振替株式であって、機構が定める要件に
合致するもの（口座管理機関が総額を買取った後、新株予約権行使により取得した株式を不特定多数の
投資家に売却することを目的とするもの）

機構の取扱対象とならない新株予約権

役員、従業員、株主等に割り当てられるストックオプション

その他の新株予約権

－ 投資ファンド、事業会社など特定の第三者に割り当てられる新株予約権等
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振替新株予約権の新規発行

加入者

口座管理機関

機構

会社（ＴＡ）

⑤割当対象株主
の名寄せ及び調
整新株予約権数
を計算

①株主確定日の株式
数に割当比率を乗じて
加入者ごとに割り当て
られる新株予約権数を
算出

加入者

⑥
配
分
明
細
通
知

（調
整
新
株
予
約

権
数
の
通
知
）

②
効
力
発
生
日

に
顧
客
口
に
記

録
す
べ
き
新
株
予

約
権
数
の
申
告

⑥
総
株
主
通
知
及

び
新
株
予
約
権
の

割
当
結
果
の
通
知

④
総
株
主
報
告

無償割当新株予約権

口座管理機関

機構

会社（ＴＡ）

②
振
替
口
座
の
通
知

③
買
取
代
金
の
払
込
み

④
新
規
記
録
通
知

⑤
新
規
記
録
通
知

①
買
取
契
約
の
締
結

総額買取型新株予約権

払込期日

払込期日の
翌営業日

③新規記録

③新規記録

Ｘ＋１

Ｘ＋１

Ｘ Ｘ＋２ Ｘ＋３

Ｘ＋３

⑦調整分の
追加記録

⑦調整分の
追加記録

Ｘ＋４

Ｘ＋４

（効力発生日）

（効力発生日）

（株主確定日）

払込期日
の翌営業
日に記録

払込期日
の翌営業
日に記録
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振替新株予約権の新株予約権行使

口座管理機関（機構加入者）

会社（ＴＡ）

機構

銀行（払込取扱場所）

⑥
振
替
株
式
の
新

規
記
録
通
知

④
新
株
予
約
権
の

行
使
請
求
取
次
ぎ

③
新
株
予
約
権
の

行
使
請
求
取
次
ぎ

⑦
振
替
株
式
の
新

規
記
録
通
知

②
払
込
金
の
払
込
み
（総
額
）

⑤払込金額と予
約権行使の内容
とを照合

⑧振替株式の
新規記録

①振込先口座
②仕向人
③銘柄コード（メッセージ欄

に記載）
＜銘柄コード＞
・上場新株予約権５桁

（固有名コード４桁+予備
コード１桁「９」）

・総額買取型新株予約権
９桁（「４」+回記号４桁+
固有名コード４桁） ①機構加入者コード

②銘柄コード
③振込日
④行使する新株予約権の総

数及び払込金額の総額
⑤行使する新株予約権の数

及び払込金額（加入者ごと）
⑥加入者口座コード 等

①銘柄コード
②株数（株主ごと）
③株主等照会コード
④株式等リファレンスNO 
等

①銘柄コード
②株数（株主ごと）
③加入者口座コード 等

⑧振替株式の
新規記録

X日

X日

X日

①機構加入者コード
②銘柄コード
③振込日
④行使する新株予約権の総

数及び払込金額の総額
⑤行使する新株予約権の数

及び払込金額（加入者ごと）
⑥加入者の氏名又は名称及

び住所
⑦株主等照会コード
⑧株式等リファレンスNO 等

X+2日

X+1日

X+2日

X+3日

X+3日

※ 間接口座管理機関が行使請求を受け付ける

場合には、機構加入者を通じて、払込金の振
込みと行使請求に係る通知を行う。

※ 払込金は、新株予約権の

銘柄ごとに振込む。

（注） 機構の取扱対象とならない新株予約権は、新株予約権行使の際に、振替株式を交付するための実務対応（機構のコンピュータシステムを通じた口座通知
及び新規記録の手続）が必要となる。

加入者（新株予約権者）

①
払
込
金
の

支
払
い
及
び

新
株
予
約

権
の
行
使
請

求
の
申
出



４．新株予約権付社債の制度移行手続
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既発債の移行（特例新株予約権付社債）

振替制度の施行前に発行された新株予約権付社債については、当該新株予約権付社債が機構
の取扱銘柄であり、次の要件を満たす場合には、社債権者の申請により振替受入簿へ記録する
ことによって振替制度を利用することが、特例として認められている （振替法附則４１条「特例新

株予約権付社債」）

（１） 振替制度の施行日までに発行の決議がされたもの

（２） 新株予約権付社債の新株予約権の目的である株式が振替株式であるもの

（３） 譲渡によるその新株予約権の取得について、会社の承認を要することの定め（会社法２３６条
１項６号「譲渡制限」）がないもの

⇒ 譲渡制限の定めがあるかどうかについては、それを会社法２３６条の「新株予約権の内容」として定めて
いるかどうか（発行時の目論見書における社債要項において定めているかどうか）により判断する。

（４） 新株予約権付社債の発行後に、会社が振替法の規定の適用を受けることとする旨を決定した
もの

（注１） 施行日までに償還される銘柄については、特例新株予約権付社債とすることはできない。

（注２） 期限の利益を喪失している新株予約権付社債については、特例新株予約権付社債とすることはできない。
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移行の手続とスケジュールの概要

制度参加者の手続（2008年8月まで）

機構加入者（直接口座管理機関）の口座開設申請
間接口座管理機関の承認申請
発行代理人及び支払代理人の指定申請
資金決済会社の登録申請

（注）具体的な日程は業務規程等の公表時期や総合テスト等の手続を勘案して決定する。

発行会社の手続（2008年10月末まで）

既発債である新株予約権付社債について振替法の規定を受けることとする旨の取締役会決議
新株予約権付社債を機構が取り扱うことについて同意（包括同意）する旨の取締役会決議
発行代理人及び支払代理人の選任
機構に対して、同意書、発行代理人及び支払代理人の選任届出書、特例新株予約権付社債の内容を記載
した書面等の提出

⇒ 機構は、発行会社から選任があった旨を当該発行代理人及び支払代理人に対して通知する

特例新株予約権付社債の銘柄情報の提供（2008年11月）

発行代理人は、機構に対して、特例新株予約権付社債の銘柄情報ファイルを提出
機構は、機構加入者に対して、銘柄情報ファイルを提供

特例新株予約権付社債の内容の公示（2008年11月）

機構は、特例新株予約権付社債の内容を機構のホームページに掲載することにより公示

集中移行（2009年1月）・個別移行（2009年１月～当該銘柄の償還まで）
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発行代理人及び支払代理人に関する手続

○発行代理人及び支払代理
人の指定申請は、一般債
振替制度とは別に行う。

○原則として発行代理人及
び支払代理人は、同一の
会社とする。

○振替新株予約権付社債に係る新規記録手続について、発行会社に代わ
り機構との間の手続を行おうとする者は、機構に対し、発行代理人の
指定の申請を行う。

○振替新株予約権付社債の払込金の払込後から抹消までの手続について、
発行会社に代わり機構との間の手続を行おうとする者は、機構に対し、
支払代理人の指定の申請を行う。

＜提出書類＞
発行代理人及び支払代理人指定申請書、制度参加に係る届出書、連絡
先担当者届、登記事項証明書、代表者の印鑑証明書

１．発行代理人及び
支払代理人による
機構への指定申請

○機構は、指定申請を行った会社が次に掲げる事項に適合していると認
める場合には、発行代理人及び支払代理人としての指定を行う。

①機構の定める電磁的方法により振替新株予約権付社債の発行、抹消、
元利払等に係る業務を行うことができること。

②振替新株予約権付社債の発行、抹消、元利払等に係る業務を確実に
遂行できる事務処理能力を有していること。

○機構は、機構のホームページに指定を行った発行代理人及び支払代理
人の名称、代理人コード等を掲載する。

２．機構による発行
代理人及び支払代
理人の指定

○発行代理人及び支払代理
人は１０社まで選任可能
とする。

○銘柄ごとに設置する発行
代理人及び支払代理人は
１社とする。

○発行会社は、新株予約権付社債に係る同意書を機構に提出する際に、
機構が指定した者の中から発行代理人及び支払代理人を選任し、機構
に届け出る。

○機構は、発行会社により選任された発行代理人及び支払代理人に対し、
選任された旨を通知する。

○発行会社は、振替新株予約権付社債を発行する場合には、機構に届出
を行った発行代理人及び支払代理人の中から、当該発行について利用
する発行代理人及び支払代理人を選任し、機構に通知する（発行代理
人による銘柄情報通知により行う）。

３．発行会社による
発行代理人及び支
払代理人の選任

備考事務処理項目
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資金決済会社に関する手続

○発行代理人自身が資金決
済会社となる場合には、
当該発行代理人を資金決
済会社として通知する。

○払込金受領と元利金の支
払いの際に利用する資金
決済会社は、同一の会社
とする。

○発行会社は、振替新株予約権付社債を発行する場合には、既に機構に
登録を行っている資金決済会社の中から、振替新株予約権付社債の発
行に係る払込金受領又は元利金の支払いの際に利用する資金決済会社
を選任し、機構に通知する。

４．発行会社による
資金決済会社の選
任

○機構加入者自身が資金決
済会社となる場合には、
自社を資金決済会社とし
て通知する。

○元利金受領と払込金の払
込みの際に利用する資金
決済会社は、異なる会社
を選任することが可能。

○機構加入者は、制度参加手続を行う際に、既に機構に登録を行ってい
る資金決済会社の中から、元利金受領のために利用する資金決済会社
を１社選任し、機構に通知する。

○機構加入者は、発行時ＤＶＰ方式により払込金の払込みを行う場合に
は、既に機構に登録を行っている資金決済会社の中から、払込金の払
込みのために利用する資金決済会社を１社選任し、機構に通知する
（決済照合システムに入力する）。

３．機構加入者によ
る資金決済会社の
選任

○資金決済会社の登録申請
は、一般債振替制度とは
別に行う。

○振替新株予約権付社債の発行に係る払込金又は元利金の授受について、
発行会社又は機構加入者に代わり資金決済の手続を行おうとする者は、
機構に対し、資金決済会社の登録の申請を行う。

＜提出書類＞
資金決済会社登録申請書、制度参加に係る届出書、連絡先担当者届、
登記事項証明書、代表者の印鑑証明書

１．資金決済会社に
よる機構への登録
申請

○機構は、登録申請を行った金融機関等が日本銀行の当座勘定取引先で
あり、かつ、日本銀行金融ネットワークシステムのオンライン取引先
である場合には、資金決済会社としての登録を行う。

○機構は、機構のホームページに登録を行った資金決済会社の名称、資
金決済会社コード等を掲載する。

２．機構による資金
決済会社の登録

備考事務処理項目
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発行会社の手続

○資料「発行代理人及び支払代理人に関する手続」の３．を参照。３．発行代理人及び
支払代理人の選任

○資料「資金決済会社に関する手続」の４．を参照。４．資金決済会社の
選任

○取締役会決議を行うか、
若しくは、取締役の決定
で行う場合は事前に取締
役へ委任する旨の取締役
会決議を行うことが必要。

○同上。

○会社は、既発行の現物債を振替債に移行する場合には、振替法の規定
の適用を受けることとする旨の決定を行う。（振替法附則第４１条）

○会社は、振替制度開始後に振替新株予約権付社債を新規発行する場合
には、その発行の決定において、当該決定に基づき発行する新株予約
権付社債の全部について振替法の適用を受けることとする旨の決定を
行う。（振替法第１９２条）

１．振替法の規定の
適用を受けること
とする旨の決定

○同意は、今後の発行も含
めた包括的な同意とする。

○包括同意を行った後に、
現物債を発行することも
可能。

○会社は、既発行の現物債を振替債に移行する場合又は振替制度開始後
に振替新株予約権付社債を新規発行する場合には、取締役会において、
当該会社が発行する振替新株予約権付社債を機構が取り扱うことにつ
いて同意する旨の決議を行う。

２．同意に係る決議

○同意書は、包括同意とす
るため、発行の都度、提
出することは不要。

○社債管理委託契約書(写)
及び発行目論見書は、
発行の都度、提出する。

○会社は、機構に対し、次の書類を提出する。

①同意書

②代表者の印鑑証明書

③同意に係る決議を行ったことを証する書面

④社債管理委託契約書（写）

⑤発行目論見書

⑥その他機構に届出を要する事項（連絡担当部署、新株予約権が行使
された場合に自己株式を移転するときの振替元口座等）

５．機構への書類の
提出

備考事務処理項目
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制度参加者関係図（新株予約権付社債の振替制度）

間接口座管理機関

直接口座管理機関（機構加入者）

会社

発行代理人・支払代理人（社債管理者） ＴＡ

機構 機構

社債権者 社債権者

銘柄情報通知

銘柄情報通知

日銀ネット

【資金決済会社】 【資金決済会社】

【資金決済会社】 【資金決済会社】

元利金
払込金

（発行時ＤＶＰ）

総新株予約権付
社債権者通知

総新株予約権付
社債権者報告

行使請求
通知

行使請求
通知

振替株式の
新規記録通知

振替株式の
新規記録通知

社債原簿
株主名簿

新株予約権原簿

新規記録通知

新規記録通知
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移行方式

移行申請の制限期間を設ける予定（元利
払期日の前の一定期間は移行申請の受付
を停止）

一日当たりの移行受付数量に制約を設け
る場合がある

特になし

※施行日までに機構に預託し集中移行す
ることにより、電子化後に、取引所市場
での売却、元利金の受領、新株予約権の
行使等を安全かつスムーズに行うことが
可能となる

留意点

移行申請日に振替口座簿に記録する施行日に振替口座簿に記録する振替口座簿

社債権者は口座管理機関を通じて機構へ
移行申請を行う

施行日において一斉に社債権者から移行
申請が行われたものとして取り扱う

移行申請

施行日から償還（償還日の一定期間前の
日）までの間、移行が可能

施行日に一斉に移行する移行期間

施行日の前日までに機構に預託されてい
ない社債券

施行日の前日までに機構に預託されてい
る新株予約権付社債券（以下「社債券」
という）

対象

個別移行方式集中移行方式

■ 特例新株予約権付社債の移行方式としては、以下の２方式を用意。
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集中移行方式

機構及び口座管理機関は、施行日前日の参加者口座簿及び顧客口座簿に記録されている事項に基
づき、施行日の業務開始時（9：00）に、移行先の口座へ増加の記録を行う。（株式の転記と同様の方法

により処理する。）

５．振替口座簿への記録

事務代行会社は、支払代理人に対して、移行済社債券を送付する。６．移行済社債券の送付

事務代行会社は、口座管理機関から受領した振替受入簿データに基づき、振替受入簿を作成する。４．振替受入簿への記録

口座管理機関（施行日の前日に残高を有する参加者）は、機構が移行に係る業務を委託する会社（以
下「事務代行会社」という）に対して、振替受入簿データを提出する。（施行日後１週間以内に提出。）

３．口座管理機関による
移行申請

施行日の前日までに機構に預託されている社債券については、社債権者が施行日において移行申請
を行ったものとして取り扱う。（保護預り約款により対応する。）

２．社債権者による移行
申請

施行日の前日までに機構に預託されている社債券については、集中移行方式により移行を行う。

※ 施行日の２週間前の日から施行日の前日までの間は預託できない。

１．集中移行方式の対象

事務処理項目

（振替受入簿データの記載項目）
・移行申請取扱口座管理機関コード
・銘柄コード
・特例新株予約権付社債の金額
・記録先の機構加入者コード
・新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所
・振替受入簿受入日（施行日）

※ データはＦＤ又はＣＤ-ＲＯＭにより提出する。
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個別移行方式

事務代行会社は、移行申請の内容を確認のうえ、移行日の正午までに、機構に対して、振替口座簿
データを提出する。

機構及び口座管理機関は、振替口座簿データの内容に基づき、移行日の業務終了時（15：30）に、
移行先の口座へ増加の記録を行う。

５．振替口座簿への記録

事務代行会社は、支払代理人に対して、移行済社債券を送付する。６．移行済社債券の送付

事務代行会社は、口座管理機関から受領した振替受入簿データに基づき、振替受入簿を作成する。４．振替受入簿への記録

口座管理機関は、移行申請を行う場合には、事前に、移行日、持込枚数等について、事務代行会社
と調整する。

口座管理機関は、事前に調整した移行日の前営業日の15：00 までに、事務代行会社に対して、社債

券、移行申請書、振替受入簿データ、振替口座簿データを提出する。

間接口座管理機関が直接移行申請を行う場合には、事前に、振替受入簿受入日（移行日）、特例新株
予約権付社債等の情報を、上位機関に通知しておくものとする。

３．口座管理機関による
移行申請

社債権者は、自らが加入者として口座を開設する口座管理機関に対して、移行申請の手続を委任する。２．社債権者による移行
申請

施行日の前日までに機構に預託されていない社債券については、個別移行方式により移行を行う。

※ 施行日の２週間前の日から施行日の前日までの間は預託できない。

１．個別移行方式の対象

事務処理項目

（振替口座簿データの記載項目）
・移行申請取扱口座管理機関コード
・銘柄コード
・特例新株予約権付社債の金額
・記録先の機構加入者コード

（振替受入簿データの記載項目）
・移行申請取扱口座管理機関コード
・銘柄コード
・特例新株予約権付社債の金額
・記録先の機構加入者コード
・新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所
・振替受入簿受入日（移行日）
・社債券の記号番号 ※データはＦＤ又はＣＤ-ＲＯＭにより提出する。
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移行に係る制限日の取扱い

施行日前における制限

施行日後における制限

○ 特例新株予約権付社債の個別移行申請の受付停止 ・・・ 元利払期日の前の一定期間（１週間程度を予定）

⇒ 元利払期日の前営業日は、元利払処理を行うため、個別移行申請の受付を停止する。加えて、偽造等の事故

社債券の受け入れにより元利金の過払いを防止する目的から、社債管理者における社債原簿の書換等の実
務を勘案し、元利払期日の前の一定期間は、受付を停止する。

○ 預託・交付の受付停止 ・・・ 施行日の２週間前の日から施行日の前日までの間

○ 新株予約権行使請求の取次停止 ・・・ 施行日の５営業日前の日から施行日の前日までの間
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税制上の留意事項（税制優遇措置）

新株予約権付社債の税制優遇措置は、電子化施行日以降、振替債のみに適用される。（注１）

登録債となっている新株予約権付社債については、社債等登録法が廃止される日（平成20年1月5日までの政

令で定める日）以降、登録債としての税制優遇措置（注１）が受けられなくなる。

現物債となっている新株予約権付社債については、電子化施行日以降、現物債としての税制優遇措置（注２）
が受けられなくなる。

登録債となっている新株予約権付社債について、登録債としての税制優遇措置（注１）の適用を引き続き受ける

ためには、社債等登録法が廃止される日までに現物債に移行し、その後、電子化施行日までに機構に預託し、
電子化施行日に集中移行方式により振替債に移行する必要がある。（現物債となっている間は、現物債に認め
られている税制優遇措置（注２）のみ受けられる。）

現物債となっている新株予約権付社債について、現物債としての税制優遇措置（注２）の適用を引き続き受ける

ためには、電子化施行日までに機構に預託し、電子化施行日に集中移行方式により振替債に移行する必要が
ある。（注３）

（注１） 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税（所得税法10条1項2号及び3号）、公共法人等及び公益信託等に係る非課税（所
得税法11条4項）、勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税（租税特別措置法4条の2の1項3号）、勤労者財産形成年
金貯蓄の利子所得等の非課税（租税特別措置法4条の3の8項）、金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用
（租税特別措置法8条1項1号、3号及び2項）

（注２） 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税（所得税法10条1項2号及び3号）、公共法人等及び公益信託等に係る非課税（所
得税法11条4項）

（注３） 電子化施行後に振替債に移行した場合には、その時点から振替債としての税制優遇措置の適用を受けることが可能



５．株券等の電子化に向けた周知・啓発活動計画



株券電子化に向けた周知・啓発活動計画(改訂案) Ｈ１８．１０　　         

2005年 2009年

周知啓発
活動概略

移行対応の事
前預託推進の
主なターゲット

個人投資家

事業会社
（財務担当者）

証券会社

銀行等

発行会社
（株式担当者）

2006年 2007年 2008年

制度実務等
対応状況

●保振制度要綱公表（3月） ●保振システム接続仕様公表（10月末予定） 電子化実施目標日

                                                                        制度詳細周知（制度に対する更なる理解の促進）

                                                                     事前預託の推進強化（株券残量調査を踏まえて）

移行実務の確認、トラブル解消対応

●保管状況調査（9月）●株券保管状況調査（9月）

●保護預り状況調査（4月）/保振制度利用状況調査（6月）

●保管状況調査（9月）●株券保管状況調査（9月）

特例期間

制度概要、タンス株等の事前預託の必要性等をマスメディア、
発行会社からの通知等を通じ周知

アンケート結果を元に、マスメディア、発行会社からの通知等を通
じタンス株の預託期限を想定した周知

名義書換の徹底、移行に伴い
発生し得る問題と解決策につ
いて周知（混乱回避）

駆け込み預託の対応等

トラブル防止に向けたセミナー、個別相談
等による重点フォロー

・日本経団連・株懇・各企業団体等を通じ、制度概要を説明
・株券の取扱い（預託／特別口座）に関する意思決定の促進

不所持株の取扱い／保有株券の保振預託・特別口座の意思決定／担保差入株券の取扱い（金融機関・他企業への差入）等の検討

制度概要、口座管理機関の実務
システムの対応検討のための情報提供

保護預り保振非預託分の事前預託推進への協力（大量保有法人への個別預託促進、証券会社から個人・法人への働きかけをサポート）／制度周知・タンス株主等への預託促進を
サポート

実務面、システム面の進捗状況の調査・支援等
・実務詳細の確認、情報共有（保護預り保振非預託分、受入代用有価証券の
  取扱い等  移行実務の確認、トラブル解消対応方法等）
・緊急時の対応検討を推進

担保実務（担保受入株券の移行の取扱い、移行後の担保受入れ実務）検討の
推進サポート

　

制度概要の周知（株式担当者等に向けた制度概要・移行に向け必要となる実務概要、登録単元未満株式の処理、
端株の対応等）

株主への制度詳細の周知
（再度、移行までの実務詳細説明、特別口座への移行関連等、
移行直前のコーポレートアクション。特に一斉移行日直前１ヶ月で
必要な実務の確認等。）
移行に関する株主からの問合せ等に対する対応方法の周知

個人・法人のタンス株券

事前預託の促進（株券大量保有企業の場合は特別口座等の検討）/担保差入株券の取扱いの周知

担保受入株関連の実務処理に関する周知、処理実施のサポー
ト

自己保有株券の保振預託・特別口座の意思決定／担保受入株券の取扱い（担保受入株券の移行の取扱い、移行後の担保受入れ実務）の検討

制度概要、口座管理機関としての実務システムの
対応検討のための情報提供

自己財産分の株券の取扱い（保振預託／特別口座）に関
する意思決定の促進

制度詳細の周知（アンケート結果から理解不足と思われる点、実務への影響概
略、口座管理機関として参加予定の銀行等に対しては口座管理機関として必要
な実務処理、システム機能等）

保管状況調査より、自己財産株券の取り扱いに関して未定の銀行等に
対するフォロー（制度への理解をサポートし、株券取り扱いの判断を促す）

●保護預り状況調査（4月）/保振制度利用状況調査（6月） ●保護預り状況調査（4月）/保振制度利用状況調査（6月） ●保護預り状況調査（4月）/保振制度利用状況調査（6月）

　　　特別口座の取扱い(費用負担、受入方針、実作業等)に関する検討、合意形成

トラブル防止に向けたセミナー、個別相談等によ
る重点フォロー

事前預託の推進/制度概要周知

特例預託対応の事前確認スキーム開始(1月)

総株主通知利用の実株通知(10月)

事前預託推進（最終）

　 担保受入株券

　　　　　　　　　　　　　　　　　 保護預り保振非預託株券

株主への周知（総会決議通知等の株主に対して実施する通知を利用して周知等）
★株主総会集中(６月末) ★株主総会集中(６月末) ★株主総会集中(６月末)

担保株券の移行の預託手続き(検討中)

(検討中)

強化期間(6月末～7月)

●保振システム概説書公表（5月）

証券決済制度改革推進センター



実施主体等 2007年4月 5月 6月 7月 8月 9月

全国統一地方選挙 参議院選挙

株主総会集中
たんす株券預託促進強化期間

          全銀協：担保取引等の説明会（予定） 上場会社・事業会社説明会（予定）

4/19テレビCS放送

推進センター 公表(予定)

上場会社（株懇）・
株主名簿管理人・
推進センター等

推進センター 頒布開始

新聞 推進センター等
    株主宛リーフレット内容等の周知

ほふり

ほふり

ほふり

ほふり

ほふり
ニッポン放送

ＴＢＳラジオ

ラジオ ほふり

広報センター

ほふり

ほふり・広報センター 広報センター ほふり

ほふり

ほふり

ほふり

広報センター

ほふり

広報センター

広報センター

株券電子化の周知広報計画案（タンス株券の預託促進の強化期間を中心として）

項目

全体の動き

早朝番組（ニッポン放送・ＴＢＳラジオ）

株券電子化制度の実務等の対応状況

（証券会社等への店頭・顧客用頒布）

政府広報

タンス株券地域（都道府県）別分布調査

株主宛リーフレット（株主決議等通知用）

全国紙・地方紙

テレビ
朝だ！生です旅サラダ
（ＡＢＣ・テレビ朝日放送系列：毎週土曜日）

スポットＣＭ（詳細未定）

会社四季報･株データブック
雑誌

ズームイン！！ＳＵＰＥＲ
（日本テレビ系列：毎週水曜日）

プロ野球ナイター
（ニッポン放送：３３局ネット）

昼帯番組
（ニッポン放送：３２局ネット）

交通広告

屋外ビジョン
（新光ハローボード：八重洲）

空港・ＪＲ駅構内電飾看板（詳細未定）

特定郵便局（約1,500局）の現金封筒
その他

劇場プロブラム

空港構内ビジョン（羽田空港）

証券決済制度改革推進センター　　2007.3.20

その他検討中

地下鉄駅構内電飾
（東京メトロ茅場町駅・大手町駅）

ＪＲ主要駅看板

ＮＥＷＳリアルタイム
（日本テレビ系列：毎週月曜日）

一般雑誌（詳細未定）

同封（配布）開始 同封（配布）ピーク
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「タンス株券」（ほふり非預託）等の状況

調査項目

所有者の属性 機構預託株主数 比率

発行済株
式数に占
める割合 機構預託分 比率 比率

金融機関への

担保差入れ

1,903 110 5.8% 450 （0.1%） 5 1.1% B 445 98.9%
2,065 111 5.4% 437 （0.1%） 6 1.4% 431 98.6%

142,958 132,353 92.6% 113,651 （31.2%） 104,819 92.2% C 8,832 7.8% G 1,187
143,385 126,922 88.5% 119,289 （32.3%） 105,096 88.1% 14,193 11.9% 1,690
22,559 17,439 77.3% 21,330 （5.9%） 14,432 67.7% 6,898 32.3%
22,722 14,385 63.3% 22,710 （6.2%） 11,168 49.2% 11,542 50.8%
62,115 59,927 96.5% 58,588 （16.1%） 58,155 99.3% 433 0.7%
65,019 62,043 95.4% 61,723 （16.7%） 60,753 98.4% 970 1.6%
27,078 26,190 96.7% 19,771 （5.4%） 19,752 99.9% 19 0.1%
26,931 25,600 95.1% 21,440 （5.7%） 20,878 97.4% 262 1.2%
6,390 5,978 93.6% 8,973 （2.5%） 7,819 87.1% 1,154 12.9%
6,878 6,234 90.6% 9,525 （2.6%） 8,305 87.2% 1,220 12.8%

24,816 22,819 92.0% 4,987 （1.4%） 4,659 93.4% 328 6.6%
21,835 18,660 85.5% 4,188 （1.1%） 3,990 95.3% 198 4.7%
87,376 76,841 87.9% 5,945 (1.6%) 5,713 96.1% 232 3.9% 539
88,417 76,060 86.0% 5,069 （1.4%） 4,857 95.8% 212 4.2% 523

973,771 455,816 46.8% 71,659 （19.7%） 28,848 40.3% D 42,811 59.7% H 14,613 4,528
861,153 386,741 44.9% 78,946 （21.4%） 25,893 32.8% 53,053 67.2% 17,125 7,904
271,786 257,895 94.9% 71,414 （19.6%） 64,781 90.7% E 6,633 9.3% I 220
250,432 233,799 93.4% 63,217 （17.1%） 55,247 87.4% 7,970 12.6% 402

48,466,390 36,080,553 74.4% 101,189 （27.8%） 74,255 73.4% F 26,934 26.6% J 7,192 902
44,755,369 33,029,485 73.8% 102,152 （27.7%） 73,657 72.1% 28,495 27.9% 9,287 1,352

49,944,184 37,003,567 74.1% 364,310 （100.0%） 278,424 76.4% A 85,886 23.6% B 23,751 5,430
46,100,821 33,853,118 73.4% 369,112 （100.0%） 264,759 71.7% 104,353 28.3% 29,028 9,256

株主総数（人）

非預託分 証券会社保護預り

所有株式総数（百万株） (非預託のうち：百万株）

(1)政府・地方公共団体

(2)金融機関

a 長銀・都銀・地銀

b 信託銀行

c 生命保険会社

d 損害保険会社

e その他金融機関

(3)証券会社

(4)事業法人等

(5)外国人

(6)個人・その他

合計

○所有者別の株主総数及び所有株式数

注)データは、保振「保管振替制度利用状況に関する調査結果」(名義書換代理人・証券会社アンケート)
及び証券決済制度改革推進センター「株券保管状況調査」よりは、平成1８年3月末、 は、平成17年3月末
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「タンス株式数」地域（都道府県別）分布状況

注)データは、証券決済制度改革推進センター「『タンス株券』地域(都道府県)別分布調査結果」より

a 都 銀 ・ 地 銀 b 信 託 銀 行 ｃ 生 命 保 険 会 社 ｄ 損 害 保 険 会 社
e そ の 他 の
金 融 機 関

北 海 道 3 ,8 2 0 ,6 0 7 7 ,2 9 3 ,5 9 3 1 ,0 6 4 ,5 6 8 0 0 0 6 ,2 2 9 ,0 2 5 3 4 5 ,9 4 4 1 9 4 ,9 6 9 ,6 0 2 6 ,4 5 5 2 6 7 ,6 7 9 ,1 9 4 4 7 4 ,1 1 5 ,3 9 5

青 森 県 3 ,8 7 1 ,5 9 5 9 ,6 4 3 ,3 3 2 9 ,5 5 8 ,7 6 6 0 0 0 8 4 ,5 6 6 2 0 8 4 7 ,6 9 2 ,8 5 4 1 ,0 0 0 7 9 ,4 3 5 ,1 8 5 1 4 0 ,6 4 4 ,1 7 5

岩 手 県 5 ,6 3 0 ,6 2 8 3 8 8 ,0 3 0 1 3 7 ,9 8 8 0 0 0 2 5 0 ,0 4 3 5 3 ,6 8 1 2 1 ,2 5 3 ,1 8 0 1 ,8 3 2 6 0 ,7 6 5 ,9 5 6 8 8 ,0 9 3 ,3 0 7

宮 城 県 1 4 ,9 8 9 ,3 5 4 3 3 ,9 3 6 ,4 3 0 3 3 ,4 9 7 ,5 0 7 0 0 0 4 3 8 ,9 2 3 4 ,0 4 0 1 0 5 ,1 9 5 ,9 2 5 2 3 ,2 1 4 1 5 8 ,3 0 2 ,3 2 4 3 1 2 ,4 5 1 ,2 8 7

秋 田 県 3 0 9 ,2 5 8 6 ,0 7 4 ,8 6 8 6 ,0 5 7 ,0 3 0 0 0 0 1 7 ,8 3 8 0 1 0 ,6 4 1 ,7 7 7 1 5 2 ,3 1 3 ,8 0 9 6 9 ,3 3 9 ,7 1 3

山 形 県 4 6 1 ,2 6 9 4 2 3 ,3 5 9 2 2 9 ,6 4 5 0 0 0 1 9 3 ,7 1 4 2 ,0 0 9 ,9 9 8 5 8 ,3 1 1 ,1 3 1 1 0 ,8 8 6 1 6 4 ,8 3 7 ,7 2 9 2 2 6 ,0 5 4 ,3 7 2

福 島 県 8 ,2 3 1 ,5 1 2 5 ,3 6 6 ,7 8 2 5 ,1 7 5 ,0 0 8 0 0 0 1 9 1 ,7 7 4 2 ,9 1 2 1 1 3 ,9 2 1 ,7 6 9 7 3 8 1 6 3 ,6 0 7 ,6 2 7 2 9 1 ,1 3 1 ,3 4 1

茨 城 県 1 5 ,8 7 2 3 ,3 3 3 ,3 2 0 1 ,3 3 0 ,0 1 6 0 0 0 2 ,0 0 3 ,3 0 4 1 6 6 ,0 9 1 8 1 ,3 8 1 ,4 9 2 2 7 6 ,3 6 3 ,9 7 1 2 6 3 ,7 3 4 ,1 6 3 6 2 4 ,9 9 4 ,9 0 8

栃 木 県 6 1 ,7 3 0 2 7 ,2 7 8 ,3 6 5 2 7 ,1 6 7 ,4 3 6 0 0 3 6 8 1 1 0 ,5 6 1 4 3 ,0 6 1 5 5 ,7 2 0 ,3 2 4 1 7 ,0 1 1 1 7 4 ,1 9 2 ,8 6 8 2 5 7 ,3 1 3 ,3 5 9

群 馬 県 9 ,6 4 5 ,6 3 9 3 8 ,6 2 1 ,7 0 0 3 6 ,2 1 5 ,6 9 3 0 0 0 2 ,4 0 6 ,0 0 7 2 3 ,5 9 7 1 1 1 ,9 5 4 ,9 9 1 5 ,4 2 9 2 5 1 ,4 0 5 ,4 3 5 4 1 1 ,6 5 6 ,7 9 0

埼 玉 県 2 7 1 ,9 9 8 4 0 ,0 0 7 ,9 9 4 3 9 ,9 7 7 ,8 1 8 0 0 0 3 0 ,1 7 6 3 3 6 ,5 7 6 2 0 6 ,9 7 8 ,4 5 2 2 7 1 ,7 7 4 7 1 6 ,4 6 8 ,7 6 9 9 6 4 ,3 3 5 ,5 6 3

千 葉 県 4 ,0 4 0 ,4 3 9 4 3 ,2 4 2 ,6 9 7 4 2 ,5 7 1 ,8 7 9 0 0 0 6 7 0 ,8 1 8 3 ,4 5 5 5 6 0 ,1 2 8 ,7 7 0 1 9 4 ,0 2 4 7 4 7 ,4 3 4 ,5 6 0 1 ,3 5 5 ,0 4 3 ,9 4 5

東 京 都 2 0 1 ,2 5 9 ,6 5 9 4 ,7 5 9 ,2 0 2 ,1 6 2 3 ,4 5 1 ,5 3 0 ,7 7 6 2 2 8 ,9 8 9 ,4 3 1 1 3 ,0 9 3 ,9 2 0 9 0 6 ,8 2 2 ,9 7 3 1 5 8 ,7 6 5 ,0 6 2 1 5 9 ,5 6 5 ,7 1 4 2 0 ,4 2 1 ,6 0 2 ,6 0 9 1 ,0 6 2 ,5 2 2 ,5 6 1 6 ,4 5 5 ,4 1 3 ,1 6 3 3 3 ,0 5 9 ,5 6 5 ,8 6 7

神 奈 川 県 1 7 ,8 4 4 ,1 2 8 4 ,2 0 1 ,2 4 5 3 ,1 5 7 ,2 8 0 1 4 0 0 1 ,0 4 3 ,9 5 1 3 8 ,5 7 1 1 ,1 9 9 ,5 6 2 ,1 0 4 1 ,0 2 0 ,1 3 6 1 ,4 2 6 ,4 5 5 ,2 4 9 2 ,6 4 9 ,1 2 1 ,4 3 4

新 潟 県 5 ,4 3 0 ,6 1 3 1 1 ,9 3 3 ,5 6 9 9 ,5 4 9 ,6 5 6 0 0 0 2 ,3 8 3 ,9 1 3 2 ,9 2 1 ,8 9 6 1 9 1 ,0 1 0 ,2 3 1 2 2 ,6 6 3 2 8 8 ,6 2 2 ,0 6 5 4 9 9 ,9 4 1 ,0 3 7

富 山 県 1 7 ,5 2 6 ,1 4 3 4 ,0 1 7 ,8 8 5 3 ,2 4 0 ,6 3 4 0 0 0 7 7 7 ,2 5 1 2 9 1 ,0 7 4 1 2 2 ,6 0 2 ,7 8 9 3 ,2 8 5 2 5 0 ,2 2 7 ,1 3 4 3 9 4 ,6 6 8 ,3 1 0

石 川 県 2 ,4 4 9 ,5 9 7 9 2 ,5 5 8 ,2 1 8 9 1 ,9 4 1 ,3 2 7 0 0 0 6 1 6 ,8 9 1 4 5 8 ,0 5 1 1 4 2 ,7 7 5 ,9 0 4 0 1 5 7 ,1 7 1 ,2 3 7 3 9 5 ,4 1 3 ,0 0 7

福 井 県 1 3 3 ,9 3 4 4 ,0 3 5 ,1 2 8 3 ,6 1 3 ,8 1 0 0 0 0 4 2 1 ,3 1 8 1 3 2 ,0 4 9 7 1 ,8 9 3 ,2 6 7 0 1 4 2 ,9 8 4 ,8 2 4 2 1 9 ,1 7 9 ,2 0 2

山 梨 県 2 1 0 ,0 0 4 5 7 ,1 2 4 ,9 3 9 5 7 ,0 9 4 ,1 2 3 0 0 0 3 0 ,8 1 6 3 ,9 7 1 5 6 ,6 5 8 ,2 5 7 1 ,1 2 4 1 1 1 ,0 9 1 ,0 8 0 2 2 5 ,0 8 9 ,3 7 6

長 野 県 2 6 ,2 4 4 1 6 8 ,5 5 8 ,9 1 1 1 6 2 ,3 0 0 ,6 5 4 0 0 1 ,0 0 0 6 ,2 5 7 ,2 5 7 2 1 7 ,1 1 8 1 8 5 ,8 8 1 ,7 8 9 3 ,5 8 0 2 7 3 ,6 1 4 ,3 6 0 6 2 8 ,3 0 2 ,0 0 3

岐 阜 県 2 ,1 0 1 ,5 4 1 9 9 ,9 1 6 ,8 6 8 9 5 ,5 6 1 ,4 5 8 0 0 0 4 ,3 5 5 ,4 1 0 8 3 4 ,8 9 7 1 6 8 ,8 3 4 ,4 7 8 1 5 ,2 3 4 2 7 1 ,8 7 8 ,1 9 3 5 4 3 ,5 8 1 ,2 1 1

静 岡 県 5 ,8 0 1 ,6 5 4 1 0 ,5 5 5 ,3 0 0 5 ,5 3 2 ,1 1 0 0 2 3 ,2 2 0 0 4 ,9 9 9 ,9 7 0 4 4 3 ,6 0 1 3 5 4 ,0 6 4 ,5 2 4 4 1 ,3 3 2 3 8 7 ,0 5 2 ,7 9 9 7 5 7 ,9 5 9 ,2 1 1

愛 知 県 1 ,3 2 6 ,3 3 4 1 6 ,8 1 0 ,9 6 6 5 ,0 2 3 ,1 0 8 2 8 0 0 1 1 ,7 8 7 ,8 3 0 1 ,2 0 7 ,1 5 7 4 ,2 1 5 ,5 4 3 ,3 8 5 8 ,7 1 1 ,0 6 2 1 ,9 3 3 ,9 4 7 ,2 3 4 6 ,1 7 7 ,5 4 6 ,1 3 8

三 重 県 2 6 5 ,8 0 3 1 4 ,5 3 7 ,6 5 6 1 3 ,4 2 2 ,5 5 3 0 0 0 1 ,1 1 5 ,1 0 3 1 7 4 ,7 3 5 1 2 5 ,6 6 1 ,6 9 2 8 ,0 3 3 3 1 9 ,1 9 4 ,0 7 7 4 5 9 ,8 4 1 ,9 9 7

滋 賀 県 6 4 ,5 4 6 2 3 ,4 4 9 ,5 8 7 2 3 ,3 6 8 ,6 0 6 0 0 0 8 0 ,9 8 1 6 1 ,9 9 4 6 3 ,8 1 1 ,3 7 3 1 ,9 3 9 2 1 7 ,7 2 9 ,5 1 4 3 0 5 ,1 1 8 ,9 5 3

京 都 府 5 ,0 4 5 ,2 8 4 1 5 5 ,3 8 2 ,0 4 5 1 5 5 ,2 2 6 ,8 6 3 3 4 2 0 5 0 1 5 4 ,7 9 0 5 7 2 ,7 6 9 5 7 9 ,7 9 5 ,9 1 1 1 8 ,4 7 9 5 7 7 ,2 1 3 ,5 0 3 1 ,3 1 8 ,0 2 7 ,9 9 0

大 阪 府 8 3 ,8 8 4 ,5 7 8 2 6 4 ,8 5 5 ,8 0 4 1 1 2 ,5 0 0 ,5 1 1 1 3 ,1 7 8 ,3 7 2 1 ,3 1 5 ,7 0 9 1 3 5 ,4 1 6 ,9 3 1 2 ,4 4 4 ,2 8 1 1 2 ,8 0 3 ,4 6 2 4 ,6 8 7 ,1 9 4 ,7 1 9 6 9 5 ,4 7 0 2 ,2 2 5 ,1 7 0 ,3 3 4 7 ,2 7 4 ,6 0 4 ,3 6 7

兵 庫 県 3 0 ,0 1 9 ,3 9 2 4 ,6 0 9 ,4 1 0 5 2 7 ,1 9 9 0 0 0 4 ,0 8 2 ,2 1 1 1 6 0 ,0 7 5 1 ,0 4 7 ,7 0 2 ,3 5 7 5 8 7 ,0 5 0 1 ,4 9 4 ,0 7 2 ,4 0 3 2 ,5 7 7 ,1 5 0 ,6 8 6

奈 良 県 1 3 9 ,1 2 2 1 1 6 ,8 5 9 ,8 4 9 1 1 6 ,3 0 9 ,2 2 3 0 0 0 5 5 0 ,6 2 6 2 6 ,8 3 3 7 7 ,7 2 8 ,7 7 7 3 6 ,4 8 5 4 9 8 ,5 5 9 ,8 3 0 6 9 3 ,3 5 0 ,8 9 7

和 歌 山 県 4 ,7 3 9 3 8 ,3 5 6 ,0 0 8 3 7 ,9 6 9 ,6 1 3 0 0 0 3 8 6 ,3 9 6 8 2 ,1 4 5 9 1 ,3 3 5 ,5 1 4 6 ,0 3 6 2 3 1 ,8 2 3 ,1 7 2 3 6 1 ,6 0 7 ,6 1 4

鳥 取 県 6 ,1 4 2 1 5 3 ,1 8 9 1 2 1 ,9 8 3 0 0 0 3 1 ,2 0 6 1 0 4 ,0 8 3 3 4 ,1 5 3 ,6 3 3 5 1 2 5 5 ,5 0 3 ,6 0 8 8 9 ,9 2 1 ,1 6 7

島 根 県 6 9 ,7 2 4 2 5 1 ,2 2 7 2 2 0 ,9 7 8 0 0 0 3 0 ,2 4 9 7 9 2 1 4 ,9 6 6 ,2 7 6 0 5 7 ,8 7 7 ,0 1 3 7 3 ,1 6 5 ,0 3 2

岡 山 県 4 ,5 5 2 ,5 9 5 1 ,7 6 7 ,8 0 2 1 ,3 5 4 ,5 5 9 0 0 0 4 1 3 ,2 4 4 4 8 ,4 3 1 1 5 0 ,6 9 1 ,9 4 0 2 ,2 5 1 2 5 4 ,0 9 6 ,5 6 8 4 1 1 ,1 5 9 ,5 8 8

広 島 県 2 9 ,5 6 9 1 ,1 9 6 ,0 4 9 2 8 4 ,3 8 5 0 1 2 ,0 0 0 0 8 9 9 ,6 6 5 4 0 7 ,9 8 2 2 9 6 ,8 7 4 ,7 4 2 2 5 ,5 0 5 4 3 9 ,6 3 0 ,2 1 5 7 3 8 ,1 6 4 ,0 6 2

山 口 県 1 1 7 ,8 8 0 6 1 ,4 4 8 ,7 5 2 6 1 ,3 6 1 ,2 6 0 0 0 0 8 7 ,4 9 2 3 ,7 3 5 2 1 3 ,5 9 2 ,7 7 1 1 1 8 ,0 7 6 ,1 2 2 2 0 9 ,4 0 5 ,5 2 4 6 0 2 ,6 4 4 ,7 8 4

徳 島 県 1 2 1 ,3 9 8 ,6 1 3 1 ,3 9 2 ,7 2 4 0 0 7 2 0 5 ,1 6 9 1 0 1 ,8 7 8 4 8 ,0 8 4 ,2 4 2 0 1 1 6 ,7 6 3 ,6 9 9 1 6 6 ,3 4 8 ,4 4 4

香 川 県 7 ,7 7 4 1 9 9 ,2 1 2 ,1 5 7 1 9 8 ,9 0 9 ,2 2 4 0 0 0 3 0 2 ,9 3 3 6 4 0 ,8 5 4 1 5 1 ,1 8 3 ,3 4 3 2 ,7 3 6 1 7 7 ,6 3 4 ,9 5 4 5 2 8 ,6 8 1 ,8 1 9

愛 媛 県 8 3 8 ,4 6 9 2 1 3 ,3 7 1 ,9 6 0 2 1 3 ,1 9 7 ,2 8 5 0 0 0 1 7 4 ,6 7 5 8 9 ,7 2 2 5 7 1 ,3 2 5 ,5 7 4 9 4 ,0 0 0 2 7 7 ,5 3 3 ,3 5 8 1 ,0 6 3 ,2 5 3 ,0 8 3

高 知 県 6 ,3 1 1 ,4 2 1 1 4 3 ,9 3 7 ,0 0 3 7 5 ,2 4 8 ,6 2 4 0 0 0 6 8 ,6 8 8 ,3 7 9 1 ,0 4 6 4 9 ,1 9 7 ,3 0 0 6 ,0 0 1 9 9 ,2 1 8 ,1 7 9 2 9 8 ,6 7 0 ,9 5 0

福 岡 県 4 5 ,5 6 9 2 5 2 ,6 4 7 ,3 3 3 2 5 2 ,1 3 5 ,8 1 8 2 ,4 9 5 4 6 1 0 5 0 8 ,5 5 8 1 8 8 ,8 8 4 4 0 3 ,7 9 9 ,8 9 3 3 5 ,5 4 4 5 3 3 ,3 4 0 ,7 7 6 1 ,1 9 0 ,0 5 7 ,9 9 8

佐 賀 県 5 6 8 2 9 ,3 4 3 ,2 0 9 2 2 ,3 2 3 ,7 6 5 0 0 0 7 ,0 1 9 ,4 4 3 6 8 7 3 4 ,3 5 0 ,0 2 8 2 ,0 0 0 6 1 ,1 1 5 ,4 2 9 1 2 4 ,8 1 1 ,9 2 0

長 崎 県 3 ,6 7 1 ,8 7 3 3 ,2 3 6 ,5 1 1 3 ,0 7 6 ,7 6 4 0 0 0 1 5 9 ,7 4 7 3 ,8 2 7 7 6 ,6 1 8 ,4 0 9 1 6 ,8 1 2 9 8 ,4 0 7 ,9 3 4 1 8 1 ,9 5 5 ,3 6 7

熊 本 県 5 ,2 7 7 1 ,6 6 3 ,1 2 1 1 ,3 2 8 ,6 1 1 0 0 0 3 3 4 ,5 0 9 1 9 9 ,6 7 2 8 7 ,3 7 8 ,1 4 6 4 2 ,2 8 7 1 1 2 ,9 2 8 ,9 0 5 2 0 2 ,2 1 7 ,4 0 7

大 分 県 1 7 1 ,9 0 0 2 6 2 ,0 8 2 1 5 5 ,9 4 3 0 0 1 ,0 0 0 1 0 5 ,1 3 9 4 3 1 5 8 ,2 4 2 ,7 5 1 4 ,7 7 4 8 6 ,6 9 4 ,4 1 1 1 4 5 ,3 7 6 ,3 4 9

宮 崎 県 7 ,3 2 8 ,2 7 7 3 0 ,4 4 7 ,5 8 0 3 0 ,1 9 6 ,6 5 6 0 0 0 2 5 0 ,9 2 5 6 5 5 2 3 ,3 1 4 ,2 2 6 7 4 5 8 ,0 4 2 ,7 6 3 1 1 9 ,1 3 3 ,5 7 5

鹿 児 島 県 4 6 6 ,9 5 9 1 ,8 7 0 ,1 6 9 1 ,7 5 7 ,7 4 5 0 0 0 1 1 2 ,4 2 4 9 7 7 8 5 ,7 9 3 ,8 7 5 1 ,4 0 0 8 1 ,1 9 3 ,1 3 4 1 6 9 ,3 2 6 ,5 1 4

沖 縄 県 1 ,5 6 8 ,0 3 5 1 ,8 0 9 ,8 4 1 1 ,4 2 3 ,6 1 0 0 0 0 3 8 6 ,2 3 1 3 ,3 8 5 1 5 ,9 7 2 ,5 9 1 2 ,8 4 4 6 1 ,5 6 6 ,8 5 0 8 0 ,9 2 3 ,5 4 6

外 地
(非 居 住 者 ）

0 0 0 0 0 0 0 7 8 1 5 1 8 4 ,1 9 9 ,1 6 6 ,7 5 6 1 6 ,3 5 5 ,2 7 5 4 ,2 1 5 ,5 2 3 ,3 3 0

全 国 (A ) 4 5 0 ,0 7 5 ,2 5 8 7 ,0 0 6 ,5 9 2 ,6 1 9 5 ,4 1 5 ,3 4 2 ,7 9 1 2 4 2 ,1 7 0 ,6 8 2 1 4 ,4 4 5 ,3 1 0 1 ,0 4 2 ,2 4 3 ,0 4 2 2 9 2 ,3 9 0 ,7 9 3 1 8 4 ,7 8 3 ,4 9 9 3 7 ,6 8 7 ,3 5 0 ,2 0 8 5 ,6 6 8 ,0 7 0 ,4 2 3 2 3 ,1 5 9 ,7 0 6 ,3 8 3 7 4 ,1 5 6 ,5 7 8 ,3 9 0

平 成 1 8 年 3 月
保 振 調 査

非 預 託 分 (B )
4 4 5 ,0 0 0 ,0 0 0 8 ,8 3 2 ,0 0 0 ,0 0 0 6 ,8 9 8 ,0 0 0 ,0 0 0 4 3 3 ,0 0 0 ,0 0 0 1 9 ,0 0 0 ,0 0 0 1 ,1 5 4 ,0 0 0 ,0 0 0 3 2 8 ,0 0 0 ,0 0 0 2 3 2 ,0 0 0 ,0 0 0 4 2 ,8 1 1 ,0 0 0 ,0 0 0 6 ,6 3 3 ,0 0 0 ,0 0 0 2 6 ,9 3 4 ,0 0 0 ,0 0 0 8 5 ,8 8 6 ,0 0 0 ,0 0 0

(A )- (B ) 5 ,0 7 5 ,2 5 8 - 1 ,8 2 5 ,4 0 7 ,3 8 1 - 1 ,4 8 2 ,6 5 7 ,2 0 9 - 1 9 0 ,8 2 9 ,3 1 8 - 4 ,5 5 4 ,6 9 0 - 1 1 1 ,7 5 6 ,9 5 8 - 3 5 ,6 0 9 ,2 0 7 - 4 7 ,2 1 6 ,5 0 1 - 5 ,1 2 3 ,6 4 9 ,7 9 2 - 9 6 4 ,9 2 9 ,5 7 7 - 3 ,7 7 4 ,2 9 3 ,6 1 7 - 1 1 ,7 2 9 ,4 2 1 ,6 1 0

(6 )個 人 ・ そ の 他
合 計
（ 株 ）

(2 )金 融 機 関
(4 )事 業 法 人 等 (5 )外 国 人(3 )証 券 会 社

(1 )政 府 ・
地 方 公 共 団 体
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「タンス株主数」地域（都道府県別）分布状況

注)データは、証券決済制度改革推進センター「『タンス株券』地域(都道府県)別分布調査結果」より

a都 銀 ・地 銀 b信 託 銀 行 ｃ生 命 保 険 会 社 ｄ損 害 保 険 会 社
eそ の 他 の
金 融 機 関

北 海 道 45 324 159 0 0 0 165 128 13 ,874 21 231 ,961 246,353

青 森 県 110 142 96 0 0 0 46 2 3 ,282 1 46 ,995 50,532

岩 手 県 139 168 112 0 0 0 56 9 3 ,093 2 54 ,984 58,395

宮 城 県 71 149 124 0 0 0 25 29 5 ,162 22 102 ,241 107,674

秋 田 県 54 153 140 0 0 0 13 0 2 ,270 1 36 ,316 38,794

山 形 県 66 95 63 0 0 0 32 9 4 ,665 75 75 ,654 80,564

福 島 県 87 94 60 0 0 0 34 17 6 ,393 3 112 ,508 119,102

茨 城 県 9 89 59 0 0 0 30 21 7 ,205 28 206 ,351 213,703

栃 木 県 7 99 75 0 0 1 23 19 4 ,937 15 140 ,884 145,961

群 馬 県 22 171 141 0 0 0 30 21 6 ,614 11 156 ,082 162,921

埼 玉 県 11 116 99 0 0 0 17 65 17 ,035 90 621 ,674 638,991

千 葉 県 21 252 214 0 0 0 38 56 12 ,157 113 588 ,333 600,932

東 京 都 109 11 ,966 3 ,877 2 ,356 2 ,621 2 ,413 699 7 ,057 135 ,077 4,910 2 ,109 ,809 2 ,268,928

神 奈 川 県 25 166 122 1 0 0 43 57 24 ,024 434 982 ,666 1 ,007,372

新 潟 県 40 181 80 0 0 0 101 193 9 ,578 14 185 ,427 195,433

富 山 県 10 194 142 0 0 0 52 114 5 ,707 5 186 ,970 193,000

石 川 県 21 151 123 0 0 0 28 169 5 ,007 1 93 ,712 99,061

福 井 県 13 70 33 0 0 0 37 20 4 ,169 0 95 ,298 99,570

山 梨 県 12 190 156 0 0 0 34 43 2 ,119 12 77 ,522 79,898

長 野 県 24 260 176 0 0 1 83 32 9 ,865 9 192 ,243 202,433

岐 阜 県 167 279 188 0 0 0 91 89 9 ,284 11 233 ,227 243,057

静 岡 県 61 327 235 0 1 0 91 102 14 ,625 29 359 ,402 374,546

愛 知 県 57 572 250 1 0 0 321 667 41 ,312 83 1 ,147 ,776 1 ,190,467

三 重 県 21 234 205 0 0 0 29 130 6 ,344 12 260 ,162 266,903

滋 賀 県 8 100 93 0 0 0 7 16 3 ,821 6 149 ,992 153,943

京 都 府 24 186 154 1 0 1 30 377 11 ,410 36 364 ,978 377,011

大 阪 府 17 1,751 634 408 74 368 267 1 ,596 65 ,463 159 1 ,317 ,986 1 ,386,972

兵 庫 県 29 208 76 0 0 0 132 325 20 ,830 340 857 ,506 879,238

奈 良 県 12 198 191 0 0 0 7 26 3 ,699 24 309 ,184 313,143

和 歌 山 県 6 112 84 0 0 0 28 20 3 ,889 4 155 ,808 159,839

鳥 取 県 11 16 9 0 0 0 7 14 2 ,196 1 46 ,757 48,995

島 根 県 11 65 41 0 0 0 24 8 1 ,962 0 43 ,102 45,148

岡 山 県 21 116 60 0 0 0 56 96 7 ,608 4 221 ,949 229,794

広 島 県 15 157 96 0 1 0 60 122 16 ,521 21 292 ,474 309,310

山 口 県 11 114 95 0 0 0 19 32 5 ,161 749 144 ,302 150,369

徳 島 県 2 70 57 0 0 1 12 20 2 ,797 0 96 ,554 99,443

香 川 県 7 229 211 0 0 0 18 374 5 ,473 6 142 ,499 148,588

愛 媛 県 15 349 310 0 0 0 39 41 5 ,980 3 133 ,964 140,352

高 知 県 23 197 109 0 0 0 88 10 2 ,726 3 55 ,950 58,909

福 岡 県 8 326 275 5 1 0 45 215 16 ,143 51 336 ,277 353,020

佐 賀 県 7 87 53 0 0 0 34 4 2 ,328 2 47 ,380 49,808

長 崎 県 18 117 77 0 0 0 40 12 4 ,121 10 67 ,914 72,192

熊 本 県 9 143 104 0 0 0 39 14 5 ,107 5 77 ,679 82,957

大 分 県 20 72 63 0 0 1 8 8 3 ,486 7 60 ,061 63,654

宮 崎 県 67 124 110 0 0 0 14 11 2 ,733 2 40 ,499 43,436

鹿 児 島 県 43 109 96 0 0 0 13 10 4 ,309 2 56 ,104 60,577

沖 縄 県 125 37 25 0 0 0 12 14 2 ,579 20 24 ,644 27,419

外 地
（非 居 住 者 ）

0 0 0 0 0 0 0 4 4 4,946 1 ,507 6,461

全 　国 1,711 15 ,985 9 ,952 2 ,772 2 ,698 2 ,786 3 ,117 12 ,418 554 ,144 12 ,303 13 ,343 ,267 13 ,945,168

(2 )金 融 機 関
(4)事 業 法 人 等 (5)外 国 人(3)証 券 会 社

(1 )政 府 ・
地 方 公 共 団 体

(6)個 人 ・そ の 他
合 計
（人 ）



参 考 

平成 19 年 4 月 25 日

 

各   位 

 

全 国 銀 行 協 会

 

「株券電子化に伴う株式担保の一斉移行対応（Ｑ＆Ａ）（第 1 版） 

（公表資料）」および「株券電子化に伴う株式担保に係る 

想定事務フロー（公表資料）」について 

 

 今般、全国銀行協会（会長 奥 正之 三井住友銀行頭取）では、2009 年（平成 21 年）1月の上

場会社発行株式の一斉ペーパーレス化への対応として、株式担保の株券電子化対応促進の一助とす

べく「株券電子化に伴う株式担保の一斉移行対応（Ｑ＆Ａ）（第 1版）（公表資料）」（別添 1：

以下「移行Ｑ＆Ａ第 1版」という）および「株券電子化に伴う株式担保に係る想定事務フロー（公

表資料）」（別添 2：以下、「想定事務フロー」という）を下記のとおりとりまとめました。 

 また、移行Ｑ＆Ａ第 1版および想定事務フローの作成にあたっては、（株）証券保管振替機構、

日本証券業協会の協力を得ています。 

 なお、移行Ｑ＆Ａ第 1版、想定事務フローいずれも、継続検討中の事項も含まれており、今後、

株券電子化の移行までの検討を踏まえて、修正・追加等があり得ること、また、いずれの内容も、

株式担保事務についてすべてのケースをカバーするものではなく、銀行等金融機関をはじめとする

利用者の事務手続を一律にルール化するものではないのでご留意ください。  

 

記 

 

 「移行Ｑ＆Ａ第 1版」 

株券電子化一斉移行における株式担保の円滑な移行に関して、お客様（担保権設定者）および

銀行等（担保権者）にとっての実務指針的なものとなることを期待し、株式担保の移行の観点

から想定される問題をＱ＆Ａ形式に整理したもの  

 「想定事務フロー」 

新振替制度における株式担保の継続利用の確保の観点から、「株券電子化に伴う担保設定に関

する想定事務フロー（第 1版）」（平成 18 年 8 月）について、さらに検討を重ね、従前の担

保設定に、担保解除時、担保権実行時の想定事務フローを加えたものとしてとりまとめたもの
 

 

以   上 

 
※ 全国銀行協会ホームページより抜粋 

http://www.zenginkyo.or.jp/news/19/pdf/news190452_1.pdf
http://www.zenginkyo.or.jp/news/19/pdf/news190452_2.pdf
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編集・発行 株式会社 証券保管振替機構
〒１０３－００２５
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号（第二証券会館）

（お問合せ先）
業務部・企画部 TEL ０３－３６６１－０１９０

ｅ－ｍａｉｌ ： furikaekabushiki@jasdec.com
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